
令和６年度 第２回福岡県医療対策協議会 

議事次第 
 

 

日時：令和６年９月３日(火) 1５:００～ 

会場：福岡県庁３階 講堂 または ＷＥＢ 

   

 

○ 議事 

 

 １ 委員変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１】 

 

 

２ 専門研修プログラムについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料２】 

 

(１) ２０２５年度専門研修プログラムの確認・検討方針等について 

 

(２) 主要領域（内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、総合診療）の確

認・検討について 

 

(３) 主要領域以外の１３領域の確認・検討について 

 

(４) 昨年度の厚労省意見に対する日本専門医機構の回答について（報告） 

 

 

  ３ 医師臨床研修広域連携型プログラムについて・・・・・・・・・・【資料３】 

 

 

  ４ 医師の働き方改革施行後の本県の現状について・・・・・・・・・【資料４】 

 

 

  ５ 大学病院改革プランについて 

 

 

６ その他 

 

(１) 福岡県医療対策協議会の開催予定について・・・・・・・・・【資料５】 

  

(２) その他 



令和６年度第２回福岡県医療対策協議会　出席者一覧

氏　　名 職　　名 出席形式 備考

1 中村　雅史 九州大学病院　病院長 WEB
代理　臨床教育研修センター長

　　　新納　宏昭

2 野村　政壽 久留米大学病院　病院長 WEB

3 三浦　伸一郎 福岡大学病院　病院長 WEB
代理　卒後臨床研修センタ-　副センター 長

　　　八尋　英二

4 田中　文啓 産業医科大学病院　病院長 WEB
代理　副院長

　　　矢寺　和博

5 櫻井　俊弘
全国自治体病院協議会福岡県支部
支部長

現地

6 中尾　一久
一般社団法人福岡県私設病院協会
会長

WEB

7 蓮澤　浩明 公益社団法人福岡県医師会　会長 現地

8 一宮　仁 公益社団法人福岡県医師会　副会長 現地

9 田中　眞紀 公益社団法人福岡県医師会　理事 WEB

10 下河邉　正行
一般社団法人福岡県医療法人協会
副会長

現地

11 岩﨑　浩己
独立行政法人国立病院機構
九州医療センター　病院長

WEB

12 内山　明彦
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　病院長

WEB
代理　副院長
　　許斐　裕之

13 壁村　哲平
公益社団法人福岡県病院協会
専務理事

現地

14 武冨　章
公益社団法人地域医療振興協会
福岡県支部　支部長

WEB

15 平井　一三 福岡県市長会理事（筑紫野市長） WEB

16 井上　利一 福岡県町村会副会長（桂川町長） 欠席

17 川野　栄美子 福岡県地域婦人会連絡協議会　副会長 現地



福岡県医療対策協議会 委員名簿 

 

                    （任期：2023 年 5 月 12 日~2025 年 5 月 11 日） 

区分 所  属 職 位 氏 名 

特定機能病院 

 

大学その他の医療従事者の

養成に関する機関 

九州大学病院 病院長 
【副会長】 

中村 雅史 

久留米大学病院 病院長 野村 政壽 

福岡大学病院 病院長 三浦 伸一郎 

産業医科大学病院 病院長 田中 文啓 

公的医療機関 
全国自治体病院協議会福岡県支部 支部長 

櫻井 俊弘 

（地方独立行政法人芦屋中央病院） （病院長） 

民間病院 一般社団法人福岡県私設病院協会  会 長 中尾 一久 

診療に関する学識経験者の

団体 
公益社団法人福岡県医師会 

会 長 
【会長】 

蓮澤 浩明 

副会長 一宮 仁 

理 事 田中 眞紀 

福岡県知事の認定を受けた

社会医療法人 

一般社団法人福岡県医療法人協会 副会長 
下河邉 正行 

（社会医療法人共愛会） (副理事長) 

独立行政法人国立病院機構・

臨床研修病院 
九州医療センター 病院長 岩﨑 浩己 

独立行政法人地域医療機能

推進機構・臨床研修病院 
九州病院 病院長 内山 明彦 

地域の医療関係団体 

公益社団法人福岡県病院協会 専務理事 
壁村 哲平 

（福岡県済生会二日市病院） （病院長） 

公益社団法人地域医療振興協会福岡県支部 支部長 
武冨 章 

（飯塚市立病院） （病院長） 

関係市町村 

福岡県市長会 理 事 
平井 一三 

（筑紫野市） （市 長） 

福岡県町村会 副会長 
井上 利一 

（桂川町） （町 長） 

地域住民を代表する団体 福岡県地域婦人会連絡協議会 副会長 川野 栄美子 

 



　日時　：　令和６年９月３日(火) 1５:００～

　場所　：　福岡県庁３階　講堂　または　ＷＥＢ

○ 櫻井　俊弘　委員

○ 一宮　仁　委員

○ 下河邉　正行　委員

○ 壁村　哲平　委員

○ 川野　栄美子　委員

○     ○ ○     ○

○     ○ ○     ○

○     ○ ○     ○

○ ○

事務局

事務局

Ｗ
Ｅ
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モ
ニ
タ
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令和６年度　第２回福岡県医療対策協議会 配席図

蓮澤　浩明

会長

○

随行　　　　　　　傍聴

オブザーバー等



福岡県医療対策協議会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の２３の規定に基づき、医療計

画において定める医師の確保に関する事項の実施に関し、必要な事項を協議するため、

福岡県医療対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

 （協議事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。   

  （１）医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の

確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを

目的とするものとして厚生労働省令で定める計画（以下「キャリア形成プログラ

ム」という。）に関する事項 

  （２）医師の派遣に関する事項 

  （３）キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された

医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項 

（４）医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に

関する事項 

（５）医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と県とが連携

して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項 

 （６）医師法の規定によりその権限に属させられた事項 

 （７）その他医療計画において定める医師の確保に関する事項 

 

 （組織） 

第３条 協議会は23名以内で組織し、委員は、次に掲げる者の管理者その他の関係者か

ら、知事が委嘱する。 

（１）特定機能病院 

（２）地域医療支援病院 

（３）公的医療機関 

（４）臨床研修病院 

（５）民間病院 

（６）診療に関する学識経験者の団体 

（７）大学その他の医療従事者の養成に関係する機関 

（８）福岡県知事の認定を受けた社会医療法人 

（９）独立行政法人国立病院機構 

（10）独立行政法人地域医療機能推進機構 

（11）地域の医療関係団体 

（12）関係市町村 

（13）地域住民を代表する団体 



２ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任を妨げない。 

 

 （会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第５条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、または他の方法で意見を聞くこ

とができる。 

 

（専門委員会） 

第６条 協議会に、その協議事項に係る専門事項を協議するため、必要な専門委員会を

設置することができる。 

２ 専門委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。 

 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、保健医療介護部医療指導課医師・看護職員確保対策室におい

て処理する。 

 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１６年１２月６日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年７月３０日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１１月２０日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月２２日から施行する。 

 



委員の異動に伴う辞任により、委員の変更及び推薦団体の変更があったため報告するもの。
今回の委員就任者は、以下のとおり。

　・福岡県私設病院協会　中尾　一久　様

　・福岡医師会　一宮　仁　様

　・福岡県病院協会　壁村　哲平　様

氏　　名 職　　名 氏　　名 職　　名

1 中村　雅史 九州大学病院　病院長 1 中村　雅史 九州大学病院　病院長

2 野村　政壽 久留米大学病院　病院長 2 野村　政壽 久留米大学病院　病院長

3 三浦　伸一郎 福岡大学病院　病院長 3 三浦　伸一郎 福岡大学病院　病院長

4 田中　文啓 産業医科大学病院　病院長 4 田中　文啓 産業医科大学病院　病院長

5 櫻井　俊弘
地方独立行政法人芦屋中央病院
病院長

5 櫻井　俊弘
地方独立行政法人芦屋中央病院
病院長

6 江頭　啓介
一般社団法人福岡県私設病院協会
会長

6 中尾　一久
一般社団法人福岡県私設病院協会
会長

7 蓮澤　浩明
公益社団法人福岡県医師会
会長

7 蓮澤　浩明
公益社団法人福岡県医師会
会長

8 堤　康博
公益社団法人福岡県医師会
副会長

8 一宮　仁
公益社団法人福岡県医師会
副会長

9 田中　眞紀
公益社団法人福岡県医師会
理事

9 田中　眞紀
公益社団法人福岡県医師会
理事

10 下河邉　正行
一般社団法人福岡県医療法人協会
副会長

10 下河邉　正行
一般社団法人福岡県医療法人協会
副会長

11 岩﨑　浩己
独立行政法人国立病院機構
九州医療センター　病院長

11 岩﨑　浩己
独立行政法人国立病院機構
九州医療センター　病院長

12 内山　明彦
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　病院長

12 内山　明彦
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　病院長

13 一宮　仁
公益社団法人福岡県病院協会
副会長

13 壁村　哲平
公益社団法人福岡県病院協会
専務理事

14 武冨　章
公益社団法人地域医療振興協会
福岡県支部　支部長

14 武冨　章
公益社団法人地域医療振興協会
福岡県支部　支部長

15 平井　一三 福岡県市長会理事（筑紫野市長） 15 平井　一三 福岡県市長会理事（筑紫野市長）

16 井上　利一 福岡県町村会副会長（桂川町長） 16 井上　利一 福岡県町村会副会長（桂川町長）

17 川野　栄美子 福岡県地域婦人会連絡協議会　副会長 17 川野　栄美子 福岡県地域婦人会連絡協議会　副会長

委員変更について

（旧） （新）

任期：2023年5月12日～2025年5月11日 任期：2023年5月12日～2025年5月11日

福岡県医療対策協議会委員　新旧対照表

資料１
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2025年度専門研修プログラムの確認・検討方針等について 

１ 調整委員会における確認・検討方針 

2018～2024 年度専門研修プログラムに係る専攻医の採用実績・配置状況及び日本専門

医機構が提示した都道府県別・診療科別のシーリングを踏まえ、2025 年度専門研修プロ

グラムについて、地域の医療提供体制に影響を与えるものではないか、次に挙げる事項に

ついて、確認・検討を行う。 

【令和 6年 7月 4日に国が示した確認事項】 

（１）日本専門医機構が提示した 2025 年度専攻医シーリング案の、都道府県内の医師確

保対策や偏在対策に対する影響について 

 （２）個別のプログラムの内容については、例えば、以下の条件を満たし、都道府県内の

医師確保対策や偏在対策に資するものとなっていること 

・プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策

に配慮されたものであること 

・プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を

与えないこと 

   ・特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要

件に配慮された研修プログラムであること 

 （３）各診療領域のプログラムに共通する内容については、例えば、以下の条件を満たし、

都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものとなっていること 

   ・内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府

県ごとに複数の基幹施設が置かれていること 

   ・診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになって

いること 

【確認・検討に用いる資料】 

（１） ～（３）について 

① 2025年度シーリング案について＜福岡県＞ 

② 各基幹施設の採用者数及び 202５年度の希望定員数 

③ 2025年度専門研修施設一覧 

④ 専門研修施設配置図 

⑤ 昨年度（2023年度）各診療科専門研修プログラム調整委員会の確認・検討結果

について 

⑥ 昨年度（2023年度）医師の専門研修に係る厚労省に対する日本専門医機構から

の回答について（報告） 

資料２（１）① 



 

2 

 

 

 

２ 確認・検討後の流れ 

○調整委員会での確認・検討の結果、改善を要するとされた事項がある場合、県は 8月 30

日開催の「福岡県医療対策協議会」に諮った上で、提出期限の 9月 6日までに国（厚生

労働省）に提出する。 

○国は、都道府県から提出され意見を集約し、「医道審議会医師分科会専門研修部会」に

諮った上で、日本専門医機構及び基本領域学会に対し、改善を要する事項への対応を要

請する。 

○日本専門医機構及び基本領域学会は、国から要請された事項への対応を検討し、その結

果を国に回答する。国は、日本専門医機構及び基本領域学会からの回答内容を確認する。 

○日本専門医機構は 9月上旬から 2025年度の臨床研究医コースの募集を開始し、各基幹

施設は 11月上旬から 2025年度専攻医の募集を開始する予定。 

   



シーリング シーリング シーリング（案）

（b）
通常

プログラム
(b１)

連携
プログラム

（b２）

連携プログ
ラムのうち
都道府県
限定分

特別地域
連携プログ

ラム

精神科
指定医
連携枠

通常
プログラム

連携
プログラム

連携プロ
グラムのう
ち都道府
県限定分

特別地域
連携プログ

ラム

精神科
指定医
連携枠

（b）
通常

プログラム
(b１)

連携
プログラム

（b２）

連携プログ
ラムのうち
都道府県
限定分

特別地域
連携プログ

ラム

精神科
指定医
連携枠

通常
プログラム

連携
プログラム

連携プロ
グラムのう
ち都道府
県限定分

特別地域
連携プログ

ラム

精神科
指定医
連携枠

（c）
通常

プログラム
(c１)

連携
プログラム

（c２）

連携プログ
ラムのうち
都道府県
限定分

特別地域
連携プログ

ラム

精神科
指定医
連携枠

総数
（ｃ－ｂ）

通常
プログラム
（ｃ１－ｂ１）

連携プログラム
精神科連携枠

（ｃ２－ｂ２）

内科 3 162 118 29 7 15 - 144 117 27 0 0 - 0 1 1 89% 162 118 29 7 15 - 146 118 28 0 0 - 3 0 4 90% 162 118 29 7 15 - 0 0 0

小児科 3 - - - - - - 12 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 28 - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

皮膚科 5 12 11 1 0 0 - 10 10 0 0 0 - 0 0 0 83% 12 11 1 0 0 - 12 11 1 0 0 - 0 2 0 100% 12 11 1 0 0 - 0 0 0

精神科 3 26 17 5 3 3 1 23 19 2 0 2 0 0 1 1 88% 26 17 5 3 3 1 22 16 4 2 2 0 0 1 1 85% 26 17 5 3 3 1 0 0 0

外科 3 - - - - - - 46 - - - - - 0 0 4 - - - - - - - 43 - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

整形外科 4 46 33 10 2 3 - 40 32 8 0 0 - 1 0 0 87% 46 33 10 2 3 - 43 35 7 0 1 - 0 0 2 93% 46 33 10 2 3 - 0 0 0

産婦人科 3 - - - - - - 21 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 34 - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

眼科 4 13 11 0 0 2 - 13 11 0 0 2 - 0 1 0 100% 13 11 0 0 2 - 11 11 0 0 0 - 0 0 0 85% 13 11 0 0 2 - 0 0 0

耳鼻咽喉科 4 - - - - - - 8 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 6 - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

泌尿器科 4 - - - - - - 12 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 15 - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

脳神経外科 4 - - - - - - 18 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 11 - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

放射線科 3 17 15 0 0 2 - 16 15 0 0 1 - 0 0 0 94% 17 15 0 0 2 - 16 15 0 0 1 - 0 0 0 94% 17 15 0 0 2 - 0 0 0

麻酔科 4 28 20 4 3 4 - 19 19 0 0 0 - 1 0 0 68% 28 20 4 3 4 - 19 19 0 0 0 - 0 0 0 68% 28 20 4 3 4 - 0 0 0

病理 3 - - - - - - 4 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 4 - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

臨床検査 3 - - - - - - 1 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

救急科 3 - - - - - - 13 - - - - - 0 0 1 - - - - - - - 27 - - - - - 1 0 7 - - - - - - -

形成外科 4 9 7 0 0 2 - 7 7 0 0 0 - 0 0 0 78% 9 7 0 0 2 - 7 7 0 0 0 - 1 0 0 78% 9 7 0 0 2 - 0 0 0

リハビリ
テーション

3 - - - - - - 6 - - - - - 0 0 1 - - - - - - - 4 - - - - - 0 0 1 - - - - - - -

総合診療 3 - - - - - - 13 - - - - - 2 0 0 - - - - - - - 13 - - - - - 0 0 3 - - - - - - -

合計 ８領域 426 4 3 8 ８領域 461 5 3 18 ８領域

2025年度シーリング案について＜福岡県＞
＜全国＞

●シーリング対象外６診療科；外科・産婦人科
１）

、病理・臨床検査
２）

、救急科・総合診療
３）

   理由 １）平成 6 年度と比較して平成 28 年度の医師数自体が減少している
           2）専攻医が著しく少数である等
           3）今後の役割についてさらなる議論が必要とされている

＜福岡県＞
●シーリングがかけられている診療科：８診療科
　　内科、皮膚科、精神科、整形外科、眼科、放射線科、麻酔科、形成外科
●シーリングがかかっていない診療科（上記対象外診療科以外）：５診療科
　　小児科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、リハビリテーション科

2025年度

基本領域
研修
年数

（基準）

-

-

-

採用者
数

R5.4

地域枠
等医師
（別枠）

シーリング昨年比

臨床研
究医

コース
（別枠）

シーリング
充足率

ダブル
ボード
（別枠）

2023年度

-

-

-

-

-

-

-

-

2024年度

採用者
数

R6.4

地域枠
等医師
（別枠）

臨床研
究医

コース
（別枠）

ダブル
ボード
（別枠）

シーリング
充足率

資料２（１）②



 

１ 

主要６領域（内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、総合診療）における専門研修プログラム調整委員会の確認・検討結果について 
 

診療領域 

確認・検討事項 

（１）日本専門医機構が提示した 2025 年度専攻医

シーリング案の、都道府県内の医師確保対策や偏在

対策に対する影響について 

（２）個別のプログラムの内容について、都道府県内の

医師確保対策や偏在対策に資するものとなっているこ

と。 

（３）各診療領域のプログラムに共通する内容について、都道府県内の医師確保対策や偏

在対策に資するものとなっていること。 

内科 問題なし 問題なし 

問題なし 

【主な意見】 

・本制度の目的を理解していない医師少数県の医療機関から、専攻医を教育する余力がない

との理由で受け入れを断られることがある。国と機構には、認識を正す取り組みを強く求

める。 

・シーリング外へ多くの専攻医を派遣した結果、県内の医療機関における相対的な若手医師

不足やシーリング外に派遣した専攻医の症例経験が少ないなどの問題が発生している。 

・同一県内で地域偏在があるため、医師不足の地域のシーリングを求める。 

小児科 問題なし 問題なし 

問題なし 

【主な意見】 

・相対的医師少数区域は、専攻医をローテートすることは厳しいと考える。そもそも、専攻

医を受け入れる環境（指導医、小児用の病床及び症例数等）が整っている病院がない相対

的少数区域もある。 

外科 問題なし 問題なし 

問題なし 

【主な意見】 

・高額報酬のフリーランス麻酔科医の増加が、常勤麻酔科医の離職を招いている。常勤の麻

酔科医不足で手術を制限せざるを得ない。 

・シーリングが地域偏在や診療科偏在に効果があったとは思われない。 

・地域枠からの離脱を防ぐため、対策が必要と考える。 

整形外科 問題なし 問題なし 

問題なし 

【主な意見】 

・県が指定している医師少数区域にローテートした場合は、シーリング外をローテートした

ことに相当させるか、シーリング外として追加のシーリング枠を付与してもらいたい。 

産婦人科 問題なし 問題なし 

問題なし 

【主な意見】 

・今後地域によっては研修に対する症例数の確保が難しくなると懸念される。また、医師の

働き方改革の影響で、研修の質・量が薄まっていくことが懸念される。 

・佐賀、長崎、大分など産婦人科医が不足している他県のマンパワーを福岡県のプログラム

人員で補充しているのが実情である。現状では産婦人科はシーリングの対象外であるが、

将来シーリングが検討される場合には、こうした実情を考慮することが必要と考える。 

総合診療 問題なし 問題なし 

問題なし 

【主な意見】 

・専攻医が研修途中でそのプログラムが廃止になった場合、対策・検討が必要と考える。 

 

資料２（２）① 



01 内科 

内科専門研修プログラム調整委員会 確認・検討結果 

診療領域 開催 
委員 

団体 氏名 

内 科 
書面により

開催 

県医師会 

九州大学病院 

産業医科大学病院 

福岡大学病院 

久留米大学病院 

県病院協会 

自治体病院協議会福岡県支部 

県私設病院協会 

地域医療振興協会福岡県支部 

福岡県地域医療支援センター 

櫻井 俊弘 

新納 宏昭 

田中 良哉 

八尋 英二 

深水 圭 

谷口 修一 

鳥村 拓司 

杉 雄介 

出口 智弘 

佐野 正 

 

１ 確認・検討結果 

 

（１）日本専門医機構が提示した 2025年度専攻医シーリング案の、都道府県内の医師確保対策や偏在 

対策に対する影響について 

 

 

 

（２）個別のプログラムの内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策 

に資するものとなっていること 

・ プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策に 

配慮されたものであること。  

・ プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与え 

ないこと。 

・ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に 

配慮された研修プログラムであること。 

   

 

（３）各診療領域のプログラムに共通する内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保 

対策や偏在対策に資するものとなっていること。 

・ 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府県ごとに 

複数の基幹施設がおかれていること。 

・ 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっていること。 

 

 

【主な意見】 

   ・ 本制度の目的を理解していない医師少数県の医療機関から、専攻医を教育する余力がないとの

理由で受け入れを断られることがある。国と機構には、認識を正す取り組みを強く求める。 

 

・ シーリング外へ多くの専攻医を派遣した結果、県内の医療機関における相対的な若手医師不足

やシーリング外に派遣した専攻医の症例経験が少ないなどの問題が発生している。 

 

・ 同一県内で地域偏在があるため、医師不足の地域のシーリングを求める。 

 

 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 
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02 小児科 

小児科専門研修プログラム調整委員会 確認・検討結果 

診療領域 開催 
出席者 

団体 氏名 

小児科 
書面により

開催 

県医師会 

九州大学病院 

産業医科大学病院 

福岡大学病院 

久留米大学病院 

県病院協会 

自治体病院協議会福岡県支部 

県私設病院協会 

福岡県地域医療支援センター 

稲光 毅 

井上 普介 

深野 玲司 

宮本 辰樹 

水落 建輝 

楠原 浩一 

髙野 健一 

前野 泰樹 

佐野 正 

 

１ 確認・検討結果 

 

（１）日本専門医機構が提示した 2025年度専攻医シーリング案の、都道府県内の医師確保対策や偏在 

対策に対する影響について 

 

 

   

（２）個別のプログラムの内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在 

対策に資するものとなっていること 

・ プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策に配慮 

されたものであること。  

・ プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与え 

  ないこと。 

・ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に 

  配慮された研修プログラムであること。 

   

 

（３）各診療領域のプログラムに共通する内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保 

対策や偏在対策に資するものとなっていること。 

・ 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府県ごとに 

複数の基幹施設がおかれていること。 

・ 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっている 

こと。 

    

 

  【主な意見】 

   ・ 相対的医師少数区域は、専攻医をローテートすることは厳しいと考える。そもそも、専攻医

を受け入れる環境（指導医、小児用の病床及び症例数等）が整っている病院がない相対的少数

区域もある。 

 

 

 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 
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03 外科 

外科専門研修プログラム調整委員会 確認・検討結果 

診療領域 開催 
委員 

団体 氏名 

外 科 書面により開催 

県医師会 

九州大学病院 

産業医科大学病院 

福岡大学病院 

久留米大学病院 

県病院協会 

自治体病院協議会福岡県支部 

県私設病院協会 

福岡県地域医療支援センター 

宗 宏伸 

水内 祐介 

平田 敬治 

島岡 秀樹 

田山 栄基 

島 弘志 

中野 徹 

今村 鉄男 

佐野 正 

 

１ 確認・検討結果 

 

（１）日本専門医機構が提示した 2025年度専攻医シーリング案の、都道府県内の医師確保対策や 

偏在対策に対する影響について 

 

 

 

（２）個別のプログラムの内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策 

に資するものとなっていること 

・ プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策に配慮 

されたものであること。  

・ プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与えな 

いこと。 

・ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に 

配慮された研修プログラムであること。 

   

 

 

（３）各診療領域のプログラムに共通する内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保 

対策や偏在対策に資するものとなっていること。 

・ 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府県ごとに 

複数の基幹施設がおかれていること。 

・ 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっている 

こと。 

    

 

 

【主な意見】 

・ 高額報酬のフリーランス麻酔科医の増加が、常勤麻酔科医の離職を招いている。常勤の麻酔

科医不足で手術を制限せざるを得ないため、麻酔科のシーリングは不要と考える。また、専門

医制度にフリーランス更新制限等の対策が必要である。 

 

・ シーリングが地域偏在や診療科偏在に効果があったとは思われない。 

 

・ 地域枠からの離脱を防ぐため、厳しいペナルティが必要と考える。 

 

 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 
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0４ 整形外科 

整形外科専門研修プログラム調整委員会 確認・検討結果 

診療領域 開催 
委員 

団体 氏名 

整形外科 
書面により

開催 

県医師会 

九州大学病院 

産業医科大学病院 

福岡大学病院 

久留米大学病院 

県病院協会 

自治体病院協議会福岡県支部 

県私設病院協会 

福岡県地域医療支援センター 

星子 久 

中島 康晴 

酒井 昭典 

前山 彰 

平岡 弘二 

池村 聡 

齊藤 太一 

王寺 享弘 

佐野 正 

 

１ 確認・検討結果 

 

（１）日本専門医機構が提示した 2025年度専攻医シーリング案の、都道府県内の医師確保対策や偏在 

対策に対する影響について 

 

 

 

 

（２）個別のプログラムの内容については、例えば、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策 

や偏在対策に資するものとなっていること。 

・ プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策に 

配慮されたものであること。  

・ プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与え 

ないこと。 

・ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に 

配慮された研修プログラムであること。 

   

 

 

（３）各診療領域のプログラムに共通する内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保 

対策や偏在対策に資するものとなっていること。 

・ 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府県ごとに 

複数の基幹施設がおかれていること。 

・ 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっていること。 

 

【主な意見】 

   ・ 県が指定している医師少数区域にローテートした場合は、シーリング外をローテートした    

ことに相当させるか、シーリング外として追加のシーリング枠を付与してもらいたい。 

 

 

 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 
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05 産婦人科 

産婦人科専門研修プログラム調整委員会 確認・検討結果 

診療領域 開催 
委員 

団体 氏名 

産婦人科 
書面により

開催 

県医師会 

九州大学病院 

産業医科大学病院 

福岡大学病院 

久留米大学病院 

県病院協会 

自治体病院協議会福岡県支部 

県私設病院協会 

福岡県地域医療支援センター 

福嶋 恒太郎 

坂井 淳彦 

吉野 潔 

倉員 正光 

津田 尚武 

上岡 陽亮 

尼田 覚 

宮原 大輔 

佐野 正 

 

１ 確認・検討結果 

（１）日本専門医機構が提示した 2025年度専攻医シーリング案の、都道府県内の医師確保対策や偏在 

対策に対する影響について 

 

 

（２）個別のプログラムの内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や 

偏在対策に資するものとなっていること 

・ プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策に 

配慮されたものであること。  

・ プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与え 

ないこと。 

・ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に 

配慮された研修プログラムであること。 

   

（３）各診療領域のプログラムに共通する内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保 

対策や偏在対策に資するものとなっていること。 

・ 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府県ごとに 

複数の基幹施設がおかれていること。 

・ 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっている 

こと。 

 

【主な意見】 

・ 今後地域によっては研修に対する症例数の確保が難しくなると懸念される。また、医師の働き

方改革の影響で、研修の質・量が薄まっていくことが懸念される。 

 

・ 佐賀、長崎、大分など産婦人科医が不足している他県のマンパワーを福岡県のプログラム人員

で補充しているのが実情である。現状では産婦人科はシーリングの対象外であるが、将来シー

リングが検討される場合には、こうした実情を考慮することが必要と考える。 

 

 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 
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06 総合診療 

総合診療専門医養成プログラム検討委員会 確認・検討結果 

診療領域 開催 
委員 

団体 氏名 

総合診療 
書面により

開催 

県医師会 

九州大学病院 

福岡大学病院 

久留米大学医療センター 

宗像水光会総合病院 

福岡県地域医療支援センター 

倉員 正光 

村田 昌之 

鍋島 茂樹 

向原 圭 

津留 英智 

佐野 正 

 

１ 確認・検討結果 

（１）日本専門医機構が提示した 2025年度専攻医シーリング案の、都道府県内の医師確保対策や偏在 

対策に対する影響について 

 

 

 

（２）個別のプログラムの内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策 

に資するものとなっていること 

・ プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策に 

配慮されたものであること。  

・ プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与え 

ないこと。 

・ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に 

配慮された研修プログラムであること。 

   

 

 

（３）各診療領域のプログラムに共通する内容について、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保 

対策や偏在対策に資するものとなっていること。 

・ 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府県ごとに 

複数の基幹施設がおかれていること。 

・ 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっている 

こと。 

 

 

【主な意見】 

・ 専攻医が研修途中でそのプログラムが廃止になった場合、対策・検討が必要と考える。 

 

 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 

【結果】問題なし 
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昨年度の医師の専門研修に係る厚労省意見に対する日本専門医機構の 

回答について（報告） 

 

１ 厚労省から機構への意見提出の流れ 

  厚生労働省が日本専門医機構に意見提出する際、都道府県から意見を徴した上で提出

することとなっており、福岡県では専門研修プログラム調整委員会及び地域医療対策協

議会での協議を経て、厚労省に意見を提出している。 

  令和５年度の流れは以下のとおり。 

 

 

 

 

 

２ 福岡県から厚生労働省に提出した意見【主なもの】 

 ・医師確保、偏在対策のため始まったシーリング制度だが、根本的に見直す時期にきてい

る。（全体） 

・医師少数県の受入可能な医療機関を示してほしい。（内科） 

・制度の効果検証のためには、機構と県が直接話し合う機会を設けるべき。（内科） 

 ・医師少数区域へのローテートは困難。受入環境が整っている病院が少ない。（小児科） 

 ・医師少数区域にローテートした場合、シーリング外の追加枠を付与してもらいたい。（整

形外科） 

 ・適切な研修環境が整っていないため、連携困難な地域がある。（産婦人科） 

 ・総合診療医を増やすため、キャリアパスの明確化、内科専門医の取得支援など効果的な

施策が必要。（総合診療） 

 ・医師不足の地域が多くあるにもかかわらず、特別地域連携枠が一部の県に限定されてお

り不十分である。（精神科） 

 ・シーリングのため慢性的に人手不足。シーリング撤廃を求める。（眼科） 

 ・麻酔科医の減少で、近い将来、必要な手術を適切なタイミングで実施できない恐れがあ

る。麻酔科医が重要な役割を担う集中治療を崩壊させないためにも麻酔科のシーリン

グ枠拡大や撤廃を求める。（麻酔科） 

 

３ 厚労省から機構への意見及び機構の回答 

特別地域連携プログラムについて、日本専門医機構及び対象の基本領域学会は、都道府県

と協力し医師少数区域の一覧や、地域医療確保暫定特例水準を予定している施設との一覧

等を活用して、連携施設の候補の一覧を作成、公表する等、研修プログラム基幹施設が特別

地域連携プログラムの連携先を検討、設定しやすいように配慮すること。 

 【回答】 

特別地域連携プログラムの連携先となる施設について、足下充足率が 0.7 以下（小児科に

各都道府県 厚生労働省 専門医機構

意見提出

（8/30）

意見提出

（10/4）意見集約

回答（10/23）回答の

情報提供（2/15）

資料２（４） 



ついては 0.8 以下）の都道府県のうち、連携先の条件に含まれる医師少数区域（なお、小児

科については小児科医師偏在指標に基づく相対的医師少数区域）に関して、連携施設の候補

の一覧を作成する方法を検討してまいります。 

加えて、長時間労働となる見込みの医師がいる医療機関・診療科は連携先の候補と考えら

れるので、基本領域学会、都道府県に協力いただきながら、連携施設候補一覧を作成、公表

することにより、連携先を検討しやすくするよう対応してまいります。 

 

【回答】 

継続的な医療提供体制の観点から、基本領域学会とも相談し、当該施設が毎年専攻医が途

切れることなく当該プログラムの運用ができる仕組みを検討してまいります。 

 

 

日本専門医機構及び対象の基本領域学会は、特別地域連携プログラムに認定された連携先

施設において１年以上の研修が実際に行われているか、定期的に確認を行い、適切に特別

地域連携プログラムを運用すること。 

【回答】 

特別地域連携プログラムで採用された専攻医が、実際に認定された連携先の施設にて１

年以上、適切に研修がされているかを研修管理システムにて毎年確認し、適切に運営されて

いないプログラムがあった場合には改善を要請・確認するなど、特別地域連携プログラムを

適切に運用してまいります。なお、プログラム名や連携先施設の情報等を含む確認結果につ

いては、個人の医師を特定できない形で、求めに応じて、連携先施設が所在する都道府県に

報告いたします。 

 

 

  

特別地域連携プログラムにおいては、連携施設での医療提供体制の確保の観点から、必要

に応じて、日本専門医機構及び対象の基本領域学会が研修プログラム基幹施設及び連携施

設と調整し、当該施設で毎年、専攻医が途切れることなく研修できるよう配慮すること。 



 

令和６年度 第２回 福岡県医療対策協議会（参考資料） 

 

 

 

 

 
 
 

（１）日本専門医機構 令和７年度専攻医募集スケジュール 

 

（２）日本専門医機構の202５年度専門医募集シーリング案 

 

（３）日本専門医機構202５年度プログラム募集シーリング数 

 

（４）特別地域連携プログラム採用実績 

 

（５）2018～202４年度採用者数 

参考資料 

資料１（参考資料） 



令和７年度専門研修プログラム募集のスケジュール（案）

専
門
医
機
構

厚
生
労
働
省

都
道
府
県

10月（予定）

令和７年度専門医
養成数に関する

検討協議会
(シーリング協議会)

令和６年

厚生労働大臣
の意見・要請を
踏まえて各研修
施設・学会プロ

グラム修正

プログラム審査

11月～（予定）

採用開始

14

第２回
医師専門研修部会

９月（予定）

６月

シーリング(案)
決定

プログラム登録

シーリング（案）を
踏まえ

各研修施設・学会
が暫定プログラム

作成・審査

地域医療対策協議会

※医師法第16条の10第４項

7/19

第１回
医師専門研修部会

照
会

シ
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提
示

都
道
府
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提
供

日本専門医機構
理事会

知
事
か
ら

意
見
提
出

～８/16
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【参考資料（１）】



○ シーリングの効果検証の実施については、本部会よりその必要性の指摘を受けており、日本専門医機構と
しても昨年度から厚生労働科学研究などにおいて検証を開始し、制度改善の検討を進めている。そのため、
シーリング数についても、拙速に更新するのではなく、同検証の結果を踏まえて検討すべきであると考えて
いる。

○ 特別地域連携枠においては、設置要件である足下充足率が0.7以下(小児は0.8以下)の都道府県にある医
師少数区域にある施設が、研修施設としての要件を満たす施設が少なく、設置するのが困難との意見が複
数の領域学会からあがった。

○ 医師少数県の大学病院や基幹病院等に専攻医を派遣すると、その大学病院や基幹病院等から医師少数
区域の施設に他の医師を派遣することができるのではないか。

○ これらのことから、2025年度のシーリング数は2024年度と同じ数値とし、特別地域連携枠の設置要件として、
既存の足下充足率が0.7以下(小児は0.8以下)の都道府県にある医師少数区域にある施設の他に、当該連
携先都道府県の医師少数区域の病院Bに新規に医師を1年以上派遣する研修施設A（前年度に派遣実績
がある場合は、それに加えて新たに派遣する）としてはどうか。（※）

○ また、医師の働き方改革を踏まえ、令和５・６年度開始プログラムの専攻医募集時に、年通算の時間外・休
日労働時間が1860時間を超えるもしくは超えるおそれがある医師が所属する施設として、特別地域連携プ
ログラムの連携先となった施設であって、引き続き、連携が必要となる、Ｂ水準の特定労務管理対象機関
としてはどうか。

シーリング数について（案）

2025年度専攻医募集におけるシーリング数の考え方について

（※）研修施設Aは、当該要件で派遣を受けた専攻医数、前年度と当該年度に研修施設Aから病院Bに派遣した医師数を明記し、派遣した翌年に派遣の実績報告
書を提出することとする。この場合、具体的な派遣実績については、県の地域医療対策協議会が確認する。なお、派遣実績が確認できない場合は、翌年度の「特
別地域連携枠」について該当分を減ずる。
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【参考資料（２）】



特別地域連携枠の連携先の新たな要件について

【特別地域連携プログラムの連携先の新たな要件】
医師少数区域の病院に新規に医師を1年以上派遣する研修施設であること（前年度に派遣実績

がある場合は、それに加えて新たに派遣する）。
なお、特別連携枠プログラムにおいて、特別連携枠専攻医登録数と新規に派遣する医師少数区域の病院の前年度と当該

年度の派遣数を明記し、翌年派遣の実績報告書を提出することとする。この場合、具体的な派遣は、県の地域医療対策協議
会が確認する。なお、新たな派遣が確認できない場合は、翌年度の「特別地域連携枠」を該当分減ずる。

16

＜研修施設A＞ ＜病院B＞

特別地域連携枠
専攻医

新たに１年以上
病院Bへ

派遣される医師

新たな
連携先

として認定 【医師少数区域】

＜採用元施設＞

シーリング対象
の都道府県

原則足下充足率が0.7以下（小児科は0.8以下）

の都道府県

例えば

【医師多数区域等】

3



2025年度専攻医募集におけるシーリング（案）の基本的な考え方

○ 足下医師充足率が低い都道府県のうち、医師少数区域等にある施設に加え、新たに医師少数区域の病院に新規に
医師を１年以上派遣する施設を連携先とする特別地域連携プログラムを通常募集プログラム等のシーリングの枠外とし
て別途設ける。

通常募集
プログラム

○ シーリング対象の都道府県別診療科が「連携プログラム」を設定するためには、通常プログラムの地域貢献
率※４を原則20％以上とし、通常プログラムにおいて医師が不足する都道府県や地域で研修する期間をあらか
じめ確保する。

Σ(各専攻医が「シーリング対象外の都道府県」および「当該都道府県の医師少数区域」で研修を実施している期間)
Σ(各専攻医における専門研修プログラムの総研修期間)

※４ 地域貢献率＝

特別地域連携
プログラム

連携
プログラム

都道府県限定分

○ 連携プログラムにおける連携先（シーリング対象外の都道府県）での研修期間は、全診療科共通で１年６ヶ月
以上とする。

【連携先】

原則足下充足率※１が0.7以下（小児科については0.8以下）

の都道府県のうち、
• 医師少数区域にある施設※２

• 令和５・６年度開始プログラムの専攻医募集時に年
通算の時間外・休日労働時間が1860時間を超える医

師等が所属する施設※３ であり引き続き連携が必要
となる、Ｂ水準の特定労務管理対象機関

• 医師少数区域の病院に新規に医師を1年以上派遣す
る研修施設

【採用数】

原則都道府県限定分と同数

【研修期間】

全診療科共通で１年以上

○ 通常募集及び連携プログラムにおけるシーリング数の計算は2024年度と同様とする。

○ 連携プログラム採用数の基礎数の５％は、「都道府県限定分」として足下充足率が0.8以下の医師不足が顕著
な都道府県で研修を行うプログラムとして採用。

○ 連携プログラム採用数＝連携プログラム基礎数※５ ×
20％ ：（専攻医充足率≦100％の診療科の場合）

15％ ：（100％＜専攻医充足率≦150％の診療科の場合）

10％ ：（専攻医充足率＞150％の診療科の場合）

（
２
０
２
２
シ
ー
リ
ン
グ

）

※５ 連携プログラム基礎数＝（過去３年の平均採用数－2024年の必要医師数を達成するための年間養成数）

※１ 足下充足率＝2016足下医師数/2024必要医師数、もしくは、2018足下医師数/2024必要医師数

※３ 宿日直許可の取得、タスクシフト／シェアの推進などの取組を行ってもなお、地域医療を維持するために年通算の時間外・休日労働時間
が1860時間を超 えるもしくは超えるおそれがある医師が所属する施設であって、指導医・指導体制が確保され、かつ、適切な労働時間となるように、研
修・労働環境が十分に整備されている施設。なお、その際、年通算の時間外・休日労働時間が1860時間を超える又は超えるおそれがある医師の労働時
間の短縮に資する分野の専攻医が連携先において研修を行う場合に限り設置可能とする。

※２ 小児科については小児科医師偏在指標に基づく相対的医師少数区域にある施設

（

特
別
地
域
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
え
た
２
０
２
３
～
２
０
２
５
シ
ー
リ
ン
グ

）

注：特別地域連携プログラムの採用数について
は、 診療科別の個別事情も考慮し設定
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令和６年度シーリング計算方法のまとめ①

○ 「 2018年医師数」が「2018年の必要医師数1)」および「2024年の必要医師数2)」と同数あるいは上回る都道府県別診療科
○ 例外として、外科・産婦人科3) 、病理・臨床検査4)、救急・総合診療科5)の6診療科はシーリングの対象外とする

1,2)各診療科別勤務時間等（「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」結果を基に作成）及び医師需給分科会第３次中間取りまとめにおけるマクロ需要推計の推計
値（需要ケース２）、DPCデータを用いた疾病別診療科別患者数シェア等を利用して算出 3)平成6年度と比較して平成28年度の医師数自体が減少しているなどの理由 4)専攻
医が著しく少数である等の理由 5)今後の役割についてさらなる議論が必要とされている等の理由

「2018年～2020年の３年間の平均採用数」 から
（「 2018年～2020年の３年間の平均採用数」－「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」）×20% を除いた数とする

シーリングの対象

シーリング数（通常募集プログラム）

〇 上記のシーリング案による急激な変化によってもたらされる影響への配慮などの理由から、専攻医不足の都道府県との「連携（地域研修）プロ
グラム」を追加可能。但し、連携プログラムの設定には、連携プログラムを除く令和３年度募集プログラムの地域貢献率が原則20％以上が必
須条件。

○ 「 2018年～2020年の３年間の平均採用数」－「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」に対して、診療科ごとの「専攻医充足
率」に応じて以下の割合を乗じた数とする

専攻医充足率≦100%の場合： 20％ （内科・整形外科・脳神経外科）

100％＜専攻医充足率≦150%の場合： 15％ （眼科・耳鼻科・泌尿器科・リハビリテーション科）
150%≦専攻医充足率の場合： 10% （小児科・皮膚科・精神科・放射線科・麻酔科・形成外科）

○ 上記のうち都道府県限定分を5％分とする

計算方法

○ 連携（地域研修）プログラム
シーリング対象外の都道府県の施設において１年６ヵ月以上の専門研修を行える環境が整った場合、募集可能とする。
ただし、都道府県限定分に関しては、以下の条件が整った場合のみ募集可能とする

○ 連携（地域研修）プログラムのうち都道府県限定分
2016年または2018年の足下充足率（＝足下医師数/必要医師数）が0.8以下であり、医師不足が顕著である都道府県の施設において１

年6ヵ月以上の専門研修を行える環境が整った場合、募集可能とする

連携(地域研修)プログラム

Σ(各専攻医が「シーリング対象外の都道府県」および「当該都道府県の医師少数区域」で研修を実施している期間)

Σ(各専攻医における専門研修プログラムの総研修期間)

〇 地域貢献率は次の式で計算する。

定義
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〇 ①又は②の医師のうち、専攻医期間に医師少数区域又は医師少数スポットで専門研修を行う予定の者。
① 都道府県と卒業後一定期間、当該都道府県内で医師として就業する契約を締結した者（修学資金の貸与の有無を問わない）
② 自治医科大学を卒業した医師

〇 既に基本領域専門医を取得済みのダブルボード取得希望者。

シーリングの対象外とする医師

〇 2018年～2020年の採用数のいずれかが10未満である都道府県別診療科のシーリング数を、 2018年～2020年の採用数のうち最も大きい数と
する。

〇 過去３年の採用数の平均が少数(５以下)の都道府県別診療科はシーリングの対象外とする。

採用数が少数の県に対する例外

〇 シーリング数合計(通常＋連携)の下限を、2020年の95%とし、95%に満たない数を連携プログラム(都道府県限定分)として追加する。

シーリング数の下限

令和６年度シーリング計算方法のまとめ②

〇 精神科について、指定医連携枠を設け、シーリング数の合計が2020年のシーリング数(通常＋連携)と同数になるように追加する。

〇 指定医連携枠で採用を行う場合の要件は下記の通りとする。
・指定医が相対的に少ない下位1/3の都道府県※と連携を組み、研修期間の半分(1年６ヵ月)を当該都道府県で研修を行うこと。
・専攻医が研修を行う連携先に常勤の指導医が１名以上いること。

〇 精神科専門医の更新要件として、指定医業務の実績をいれ、指定医業務を行っていない者の更新要件を厳しくすることを前提とする。

※ 日本精神神経学会が算出した業務換算指定医数に基づき、下記の都道府県とする。
青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、千葉県、福井県、長野県、静岡県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、長崎県

精神保健指定医連携枠

〇 原則足下充足率（※１）が0.7以下（小児科については0.8以下）の都道府県のうち、医師少数区域（小児科については小児科医師偏在指標に基づ
く相対的医師少数区域）にある施設、もしくは、年通算の時間外・休日労働時間が1860時間を超える医師等が所属する施設（※２）を連携先とす
るプログラムを別途設けることを可能とする。

※１ 2016年または2018年の足下充足率 （2016足下医師数/2024必要医師数、もしくは、2018足下医師数/2024必要医師数）
※２ 宿日直許可の取得、タスクシフト／シェアの推進などの取組を行ってもなお、地域医療を維持するために年通算の時間外・休日労働時間が1860時間を超えるもしくは超えるおそれがある

医師が所属する施設であって、指導医・指導体制が確保され、かつ、適切な労働時間となるように、研修・労働環境が十分に整備されている施設。なお、その際、年通算の時間外・休日労働
時間が1860時間を超える又は超えるおそれがある医師の労働時間の短縮に資する分野の専攻医が連携先において研修を行う場合に限り設置可能とする。

〇 枠数は、原則連携プログラムのうち都道府県限定分と同数とし、連携先における研修期間は全診療科共通で１年以上とする。

特別地域連携プログラム

207



専門研修における連携プログラム

シ
ー
リ
ン
グ

＜連携プログラム＞

通常募集
プログラム

● 連携プログラム

基幹施設がシーリング対象の都道府県において、一定の条件の下、通常のプログラムに加え、シーリング対象外の都道府県において1年６ヵ
月以上研修を行うプログラム(連携プログラム)を策定できることとされている。

＜見込まれる効果＞
① 基幹施設としては十分な研修体制を整備できない都道府県において、研修プログラムの一貫として勤務する専攻医が増加する。
② 連携プログラムを設置する前提条件を満たすため、通常プログラムにおける医師が比較的少ない都道府県や地域での研修期間が長くなる。
③ 多様な地域での経験を積んだ専門医が多く養成され、医師の質の向上にもつながり得る。

連携プログラムの概要

● 都道府県限定分 【都道府県限定分連携先】

足下充足率（＝足下医師数/必要医師数）が

0.8以下であり、医師不足が顕著の都道府県

【連携先】

シーリング対象外
の都道府県 専攻医

連携プログラムにおける連携先での研修期間は全診療科共通で１年６ヶ月以上

専攻医

連携プログラムの設定には、通常募集のプログラム

において地域貢献率 が原則20％以上必要

Σ(各専攻医が「シーリング対象外の都道府県」および「当該都道府県の医師少数区域」で研修を実施している期間)

Σ(各専攻医における専門研修プログラムの総研修期間)

通常募集のプログラムにおいて、医師が不足する都道府県や
地域で研修する期間を確保

連携プログラムを設定するための通常募集プログラムの条件

（過去３年の平均採用数－2024年の必要医師数を達成するための年間養成数） ×
20％ ：（専攻医充足率※１≦100％の診療科の場合）
15％ ：（100％＜専攻医充足率≦150％の診療科の場合）
10％ ：（専攻医充足率 ＞150％の診療科の場合）

● 都道府県限定分＝ （過去３年の平均採用数－2024年の必要医師数を達成するための年間養成数）

のうちの５％分

● 連携（地域研修）プログラム採用数＝

※１ 診療科の
専攻医充足率 2024年の必要医師数を達成するための年間養成数×補正項※２

＝
過去３年の専攻医採用数の平均

※２ 補正項
年間養成数の全診療科合計

＝
過去３年の平均数の全診療科合計

連携プログラムの計算方法

基幹施設 ：

シーリング対象 の都道府県

【連携（地域研修プログラム）の実績】

連携プログラム うち都道府県限定分

2020年 271 67

2021年 388 145

令和３年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

資料
１

令和３年９月17日
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6
0
.8
9

5
1

5
8

5
4

2
2

3
0

2
福
岡
県
1
.1
0
1
.0
6

1
1

1
0

0
1
2

4
0
6
3
8
1
3
8
0

5
1
3

1
3

1
6

1
1

佐
賀
県
1
.0
0
0
.9
9

5
7

5
7

5
5

1
2

3
2

0
長
崎
県
1
.0
9
0
.9
7

9
8
1
0
2

9
7

2
2

2
3

0
熊
本
県
1
.1
2
1
.0
5

1
4
2
1
3
6
1
3
2

2
3

4
3

1
大
分
県
0
.8
1
0
.7
8

6
8

8
7

8
4

4
3

4
3

1
宮
崎
県
0
.7
7
0
.7
3

6
0

8
1

7
9

4
2

2
1

2
鹿
児
島
県
0
.8
2
0
.7
6

9
3
1
2
1
1
1
5

6
1

2
2

0
沖
縄
県
0
.8
5
0
.8
8

8
4

9
5

9
7

4
2

2
2

2
1
0
0

2
2

1
4

1
4

1
3
6シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ）

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ

皮
膚
科

2
0
1
8
年

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）

日
本
専
門
医
機
構
資
料

3
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

精 神 科 指 定 医 連 携 枠

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数

北
海
道
1
.0
0
0
.9
5

6
9
5
7
2
9
7
0
1

1
6

1
3

1
4

1
3

1
1

青
森
県
0
.8
1
0
.8
1

1
4
8
1
8
2
1
7
1

7
4

4
4

4
岩
手
県
0
.7
2
0
.7
1

1
2
4
1
7
4
1
6
4

9
2

3
2

2
宮
城
県
0
.8
9
0
.9
0

2
7
3
3
0
3
2
9
6

9
5

1
1

1
3

秋
田
県
0
.9
7
1
.0
3

1
4
9
1
4
5
1
3
4

1
4

7
2

3
山
形
県
0
.9
6
0
.9
9

1
5
4
1
5
6
1
4
6

2
5

5
4

7
福
島
県
0
.8
3
0
.8
0

2
0
2
2
5
2
2
3
9

1
0

7
1
1

6
4

茨
城
県
0
.6
2
0
.6
9

2
5
8
3
7
4
3
6
4

2
1

6
6

9
4

栃
木
県
0
.6
5
0
.7
2

1
9
2
2
6
5
2
5
7

1
3

6
6

4
9

群
馬
県
0
.8
5
0
.8
4

2
2
4
2
6
5
2
5
6

9
6

8
3

7
埼
玉
県
0
.7
3
0
.7
1

6
5
4
9
2
7
9
2
1

5
1

2
1

2
7

1
7

1
9

千
葉
県
0
.7
5
0
.7
5

6
5
7
8
7
9
8
6
8

4
3

2
2

2
8

1
8

1
9

東
京
都
1
.2
2
1
.2
4

7
4

1
2

6
1
4

5
1
0
5
2
,1
1
6
1
,7
0
9
1
,7
0
0
-
2
2

9
8

9
1

9
5
1
0
8

神
奈
川
県
0
.9
1
0
.9
3

1
,0
4
4
1
,1
2
7
1
,1
1
7

2
9

2
8

3
3

2
7

2
5

新
潟
県
0
.6
8
0
.6
7

2
0
4
3
0
7
2
9
2

1
8

5
8

4
3

富
山
県
0
.8
8
0
.9
1

1
2
9
1
4
1
1
3
5

4
2

2
3

2
石
川
県
1
.0
2
1
.0
0

9
0

0
2

0
1
1

1
5
9
1
5
9
1
5
4

3
9

9
9

9
福
井
県
0
.9
0
0
.8
7

9
0
1
0
3

9
9

3
4

5
4

2
山
梨
県
0
.8
3
0
.8
9

9
6
1
0
8
1
0
3

3
5

8
5

2
長
野
県
0
.8
1
0
.8
1

2
2
9
2
8
4
2
7
1

1
1

6
4

7
6

岐
阜
県
0
.6
6
0
.7
2

1
8
4
2
5
6
2
4
5

1
3

5
8

4
3

静
岡
県
0
.7
1
0
.7
1

3
5
3
4
9
5
4
7
8

2
5

8
7

8
8

愛
知
県
0
.8
0
0
.7
9

7
6
7
9
6
9
9
5
9

4
2

2
3

2
1

2
8

1
9

三
重
県
0
.9
1
0
.8
5

2
0
7
2
4
3
2
3
3

8
3

1
4

3
滋
賀
県
0
.7
5
0
.8
0

1
3
3
1
6
7
1
6
5

7
5

6
4

4
京
都
府
1
.0
2
0
.9
9

3
5
3
3
5
6
3
4
6

6
1
1

8
1
2

1
3

大
阪
府
0
.9
0
0
.8
7

1
,0
6
9
1
,2
2
9
1
,1
9
3

3
8

3
7

4
5

3
8

2
9

兵
庫
県
0
.8
7
0
.8
7

6
0
4
6
9
3
6
7
5

2
2

1
7

2
4

1
9

9
奈
良
県
0
.9
7
0
.9
3

1
5
9
1
7
0
1
6
3

3
9

7
1
0

9
和
歌
山
県
0
.8
0
0
.8
4

9
7
1
1
5
1
0
8

4
3

3
5

2
鳥
取
県
1
.1
0
1
.1
5

9
0

7
9

7
5

0
3

3
3

3
島
根
県
1
.1
7
1
.2
3

1
1
8

9
6

9
0

-
2

3
6

2
1

岡
山
県
1
.1
7
1
.1
5

1
0

1
1

2
0
1
3

2
9
1
2
5
3
2
4
5

0
1
2

1
1

1
3

1
1

広
島
県
0
.9
7
0
.9
2

3
5
2
3
8
3
3
7
2

1
0

5
6

5
5

山
口
県
1
.0
7
1
.1
1

2
0
3
1
8
3
1
7
3

0
2

4
2

0
徳
島
県
1
.1
9
1
.3
0

1
3
0
1
0
0

9
4

-
3

3
3

1
4

香
川
県
1
.0
7
1
.1
9

1
5
2
1
2
8
1
2
2

-
1

2
4

3
0

愛
媛
県
0
.7
7
0
.8
5

1
5
4
1
8
1
1
7
1

6
6

6
3

9
高
知
県
1
.1
9
1
.3
4

1
3
1

9
8

9
1

-
3

4
2

3
6

福
岡
県
1
.3
3
1
.3
3

1
7

5
3

3
1
2
6

8
9
6
6
7
3
6
6
5
-
1
6

2
5

2
3

2
8

2
5

佐
賀
県
1
.3
5
1
.4
9

8
0

0
1

0
9

1
7
2
1
1
5
1
1
1

-
6

8
8

7
8

長
崎
県
1
.1
8
1
.2
1

2
1
8
1
8
1
1
7
1

-
2

2
4

1
2

熊
本
県
1
.4
0
1
.3
0

1
1

0
0

2
0
1
3

3
1
5
2
4
3
2
3
3

-
5

6
4

1
1

4
大
分
県
1
.1
6
1
.1
3

1
7
5
1
5
6
1
4
9

0
3

0
3

5
宮
崎
県
1
.2
2
1
.2
9

1
9
3
1
5
0
1
4
3

-
3

2
2

3
2

鹿
児
島
県
1
.2
0
1
.2
3

2
6
0
2
1
1
2
0
0

-
3

2
3

2
1

沖
縄
県
1
.5
8
1
.5
8

7
0

0
1

0
8

2
7
0
1
7
1
1
7
3

-
8

7
7

6
7

1
3
6

1
8

1
0

2
5

6
1
8
5

2
0
1
8
年

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ

シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 + 指 定 医 連 携 枠 ）

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）

日
本
専
門
医
機
構
資
料

精
神
科

4
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数

北
海
道
0
.8
8
0
.8
3

9
2
4
1
,1
1
5
1
,1
5
7

5
7

2
1

2
2

2
1

2
0

青
森
県
0
.7
2
0
.6
7

1
9
6
2
9
3
2
9
3

1
9

4
3

5
4

岩
手
県
0
.6
0
0
.6
1

1
6
6
2
7
2
2
6
9

1
9

6
5

5
7

宮
城
県
0
.8
0
0
.7
9

3
5
0
4
4
2
4
5
9

2
5

8
1
0

5
8

秋
田
県
0
.7
6
0
.7
2

1
7
5
2
4
1
2
3
5

1
3

4
4

4
3

山
形
県
0
.8
9
0
.8
4

2
1
5
2
5
5
2
5
0

1
0

7
7

6
7

福
島
県
0
.7
1
0
.7
3

2
8
9
3
9
6
3
9
7

2
3

4
1

3
7

茨
城
県
0
.7
6
0
.7
7

3
9
9
5
1
9
5
4
2

3
0

9
8

1
0

9
栃
木
県
0
.8
4
0
.8
6

3
1
6
3
6
6
3
7
7

1
6

5
5

5
6

群
馬
県
0
.8
9
0
.8
4

3
4
6
4
1
3
4
2
6

2
0

6
7

9
1

埼
玉
県
0
.6
9
0
.7
0

8
5
2
1
,2
1
0
1
,3
1
5

8
8

1
1

1
9

1
0

3
千
葉
県
0
.8
3
0
.8
3

9
1
5
1
,1
0
0
1
,1
8
0

6
0

2
5

3
2

2
2

2
1

東
京
都
1
.0
2
1
.0
6
1
0
4

1
3

3
9

1
2
6
2
,5
1
6
2
,3
6
8
2
,4
9
2

5
0
1
1
7
1
2
4
1
1
0
1
1
6

神
奈
川
県
0
.9
1
0
.9
3

1
,4
5
6
1
,5
5
8
1
,6
8
0

6
5

3
2

3
8

2
5

3
2

新
潟
県
0
.7
3
0
.7
3

3
5
3
4
8
4
4
8
5

2
8

6
7

5
6

富
山
県
0
.8
6
0
.8
8

1
9
7
2
2
4
2
2
7

9
1

0
1

2
石
川
県
1
.0
3
1
.0
4

1
0

0
0

1
1
1

2
3
7
2
2
8
2
3
5

5
9

1
0

1
0

8
福
井
県
0
.9
5
0
.9
4

1
4
7
1
5
6
1
5
7

5
2

2
2

1
山
梨
県
0
.9
6
0
.9
5

1
5
9
1
6
7
1
7
0

5
3

4
5

0
長
野
県
0
.8
3
0
.8
3

3
6
2
4
3
4
4
3
7

2
0

7
8

4
1
0

岐
阜
県
0
.7
6
0
.7
6

2
9
4
3
8
7
3
9
6

2
2

6
7

6
5

静
岡
県
0
.8
0
0
.8
1

5
8
8
7
2
5
7
5
2

3
8

1
0

1
6

7
6

愛
知
県
0
.8
3
0
.8
4

1
,0
7
4
1
,2
8
1
1
,3
6
5

6
7

3
6

4
8

2
5

3
4

三
重
県
0
.9
3
0
.8
9

3
0
7
3
4
7
3
5
4

1
4

5
7

4
4

滋
賀
県
0
.9
2
0
.9
2

2
1
5
2
3
4
2
4
6

1
0

6
9

5
3

京
都
府
1
.1
2
1
.0
9

1
6

1
0

1
1
8

5
5
6
5
1
0
5
3
6

1
0

1
7

1
7

1
7

1
7

大
阪
府
1
.0
6
1
.0
9

4
1

2
1

4
4
7
1
,7
7
7
1
,6
2
7
1
,7
1
6

3
2

4
3

5
2

4
1

3
6

兵
庫
県
1
.0
0
1
.0
3

1
,0
8
3
1
,0
5
0
1
,1
0
3

2
8

2
8

3
8

1
7

2
9

奈
良
県
1
.0
3
1
.0
3

2
7
5
2
6
6
2
7
7

7
7

9
6

5
和
歌
山
県
1
.0
4
1
.1
1

9
0

0
1

1
0

2
2
7
2
0
4
2
0
2

1
7

8
3

9
鳥
取
県
1
.0
1
0
.9
6

1
1
7
1
2
2
1
2
1

4
3

3
5

1
島
根
県
0
.8
7
0
.8
8

1
3
4
1
5
3
1
5
0

5
2

1
1

5
岡
山
県
0
.9
7
0
.9
7

3
8
0
3
9
4
4
0
2

1
2

1
3

2
1

1
0

9
広
島
県
0
.9
8
0
.9
3

5
2
8
5
6
9
5
8
8

2
2

9
1
3

7
8

山
口
県
0
.8
6
0
.8
3

2
4
8
2
9
8
2
9
8

1
4

4
3

3
5

徳
島
県
0
.9
7
1
.0
1

1
6
4
1
6
2
1
6
0

4
2

2
2

3
香
川
県
1
.1
3
1
.1
6

2
3
1
1
9
9
2
0
2

1
4

1
4

8
愛
媛
県
0
.9
7
0
.9
3

2
7
4
2
9
5
2
9
6

1
0

6
1
0

2
6

高
知
県
1
.1
9
1
.0
4

1
7
7
1
7
0
1
6
6

3
3

3
2

5
福
岡
県
1
.3
1
1
.2
7

3
3

1
0

2
3

4
6
1
,2
5
0
9
8
3
1
,0
3
2

-
5

4
3

4
2

4
5

4
1

佐
賀
県
1
.1
5
1
.2
2

2
0
4
1
6
8
1
6
8

-
1

3
1

4
3

長
崎
県
1
.1
1
1
.0
4

7
0

0
0

7
3
0
0
2
8
8
2
8
7

6
6

4
7

6
熊
本
県
1
.0
8
1
.1
1

8
0

0
1

9
3
9
9
3
5
8
3
6
0

4
8

8
8

8
大
分
県
0
.9
5
0
.8
9

2
2
5
2
5
2
2
5
4

1
0

4
4

5
2

宮
崎
県
1
.0
2
1
.0
1

2
3
3
2
3
2
2
3
3

6
5

4
5

5
鹿
児
島
県
0
.9
3
0
.9
0

3
1
1
3
4
7
3
4
2

1
2

9
1
0

4
1
2

沖
縄
県
1
.0
1
1
.0
1

2
3
2
2
3
0
2
4
5

7
6

1
1

2
6

2
2
8

2
6

6
2
0

2
7
4シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ）

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ

整
形
外
科

日
本
専
門
医
機
構
資
料

2
0
1
8
年

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数
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0
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1
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4
7
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5
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6
5
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.5
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0
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.8
7

2
0
6
2
3
7
2
4
1

1
0

7
6

6
9

秋
田
県
0
.7
1
0
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0シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ）
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5
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ン
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2
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2
0
2
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プ
ロ
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ラ
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募
集
シ
ー
リ
ン
グ
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（
案
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日
本
専
門
医
機
構
資
料
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数
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4
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0
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0
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5
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8
5
0
5

2
8

1
0

1
3

6
1
1
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.7
8
0
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3
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1
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1シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ）

2
0
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ン
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咽
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0
1
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年

日
本
専
門
医
機
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0
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度
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ロ
グ
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ム
募
集
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ー
リ
ン
グ
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（
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日
本
専
門
医
機
構
資
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数
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5
0
.8
5

1
2
2
1
4
4
1
4
8

7
3

3
4

3
埼
玉
県
0
.7
4
0
.7
1

3
0
1
4
2
2
4
4
7

2
9

6
7

7
4

千
葉
県
0
.7
9
0
.8
2

3
3
6
4
1
0
4
3
0

2
2

1
1

1
0

1
3

1
1

東
京
都
0
.8
8
1
.0
1

8
6
7
8
6
2
8
9
6

2
4

5
5

6
5

5
0

5
1

神
奈
川
県
0
.8
9
0
.8
8

4
8
8
5
5
4
5
8
5

2
6

1
8

2
3

1
5

1
5

新
潟
県
0
.6
2
0
.5
7

9
5
1
6
7
1
6
7

1
3

1
1

0
2

富
山
県
0
.7
2
0
.7
6

5
8

7
7

7
8

4
2

1
3

1
石
川
県
0
.9
8
0
.9
4

7
5

8
0

8
2

3
5

6
5

4
福
井
県
1
.0
3
0
.9
3

5
1

5
5

5
6

2
2

2
3

0
山
梨
県
1
.0
1
0
.9
6

5
4

5
6

5
7

2
2

0
3

2
長
野
県
0
.6
9
0
.7
0

1
1
2
1
6
0
1
6
1

1
0

4
4

5
4

岐
阜
県
0
.6
9
0
.7
1

9
7
1
3
6
1
3
8

9
2

1
4

2
静
岡
県
0
.8
3
0
.8
1

2
0
9
2
5
8
2
6
4

1
4

6
8

8
2

愛
知
県
0
.7
4
0
.7
5

3
5
6
4
7
7
4
9
9

3
0

1
2

1
6

1
1

1
0

三
重
県
0
.8
3
0
.7
3

8
8
1
2
0
1
2
1

7
4

6
3

4
滋
賀
県
1
.0
3
1
.0
6

9
3

8
8

9
2

2
5

5
3

6
京
都
府
1
.1
9
1
.3
1

1
9

0
0

0
1
9

2
2
4
1
7
1
1
7
6

-
2

1
2

1
3

5
1
9

大
阪
府
1
.1
4
1
.0
7

1
8

1
0

0
1
9

6
5
1
6
0
7
6
2
3

1
2

1
9

1
8

1
9

2
0

兵
庫
県
0
.9
2
0
.9
7

3
5
2
3
6
2
3
7
4

1
3

1
1

1
2

1
0

1
1

奈
良
県
1
.1
4
1
.0
9

9
8

9
0

9
2

2
3

4
3

2
和
歌
山
県
0
.9
2
0
.9
2

6
5

7
0

6
8

2
3

5
3

2
鳥
取
県
1
.0
2
1
.0
0

4
2

4
1

4
1

1
3

4
4

2
島
根
県
1
.0
2
0
.9
3

4
9

5
3

5
2

2
1

0
0

2
岡
山
県
0
.8
8
0
.9
0

1
1
8
1
3
1
1
3
2

5
9

1
0

5
1
1

広
島
県
0
.7
7
0
.8
2

1
5
7
1
9
2
1
9
6

1
0

5
4

0
1
1

山
口
県
1
.0
9
1
.0
5

1
0
5
1
0
0

9
9

2
2

2
1

2
徳
島
県
1
.1
6
1
.1
3

6
4

5
7

5
7

1
2

3
1

2
香
川
県
1
.3
2
1
.3
4

9
6

7
1

7
2

-
1

2
4

1
0

愛
媛
県
1
.2
4
1
.1
1

1
1
2
1
0
1
1
0
1

1
4

3
6

4
高
知
県
1
.1
5
1
.1
8

6
6

5
5

5
4

0
2

1
4

2
福
岡
県
0
.9
9
1
.0
1

3
4
2
3
3
8
3
5
2

1
0

1
4

1
8

9
1
5

佐
賀
県
1
.0
7
0
.9
8

5
4

5
6

5
6

2
1

2
0

2
長
崎
県
0
.9
7
0
.9
8

9
2

9
4

9
4

3
3

1
4

3
熊
本
県
1
.1
7
1
.0
7

1
3
6
1
2
7
1
2
8

2
4

6
4

2
大
分
県
1
.0
7
1
.0
3

8
7

8
5

8
5

2
1

0
1

2
宮
崎
県
0
.9
2
0
.9
2

7
3

8
0

8
0

3
2

1
3

1
鹿
児
島
県
1
.0
8
1
.0
1

1
1
3
1
1
3
1
1
3

3
1

0
1

3
沖
縄
県
0
.8
0
0
.7
1

5
8

8
1

8
7

6
2

3
2

0
3
7

1
0

0
3
8シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ）

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ

泌
尿
器
科

2
0
1
8
年

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）

日
本
専
門
医
機
構
資
料
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数

北
海
道
1
.0
2
1
.0
3

4
1
9
4
0
7
4
2
8

1
2

1
0

8
1
1

1
2

青
森
県
0
.5
2
0
.5
1

5
4
1
0
5
1
0
7

9
2

2
3

0
岩
手
県
0
.8
2
0
.9
2

8
8

9
6

9
6

4
2

0
1

4
宮
城
県
0
.6
4
0
.6
7

1
1
0
1
6
4
1
7
3

1
2

6
5

4
9

秋
田
県
0
.8
2
0
.7
9

7
0

8
9

8
8

4
2

1
2

3
山
形
県
0
.6
9
0
.6
3

5
8

9
2

9
1

7
2

3
2

0
福
島
県
0
.6
8
0
.7
3

1
0
8
1
4
8
1
5
0

9
4

3
2

7
茨
城
県
0
.7
8
0
.8
3

1
7
3
2
0
9
2
2
1

1
1

2
2

4
1

栃
木
県
0
.6
5
0
.7
0

9
3
1
3
3
1
3
8

9
2

1
2

2
群
馬
県
0
.6
6
0
.6
4

9
7
1
5
1
1
5
7

1
2

2
2

1
2

埼
玉
県
0
.6
4
0
.6
9

3
1
5
4
6
0
5
0
7

3
7

9
1
3

8
7

千
葉
県
0
.7
3
0
.6
6

2
8
4
4
2
8
4
6
6

3
4

5
3

5
7

東
京
都
1
.1
2
1
.1
6

4
1

7
2

6
5
4

9
4
6
8
1
7
8
7
1

1
2

4
8

4
6

5
5

4
3

神
奈
川
県
0
.8
2
0
.8
0

4
6
1
5
7
7
6
3
2

3
7

1
1

1
1

1
1

1
1

新
潟
県
0
.7
3
0
.6
7

1
2
1
1
8
1
1
8
3

1
3

3
5

4
0

富
山
県
0
.8
2
0
.7
9

6
5

8
3

8
5

5
1

1
0

1
石
川
県
0
.9
4
0
.8
9

7
6

8
5

8
9

4
3

3
4

2
福
井
県
0
.9
1
0
.9
3

5
5

5
9

6
0

2
2

2
2

1
山
梨
県
0
.8
8
0
.8
8

5
5

6
2

6
4

3
2

4
2

0
長
野
県
0
.7
3
0
.7
1

1
1
8
1
6
6
1
7
0

1
1

2
1

3
2

岐
阜
県
0
.7
7
0
.8
8

1
1
6
1
3
2
1
3
7

6
4

3
4

5
静
岡
県
0
.7
6
0
.8
0

2
1
9
2
7
5
2
8
8

1
6

3
4

3
3

愛
知
県
0
.8
2
0
.8
7

4
1
3
4
7
3
5
1
1

2
4

1
5

1
6

1
8

1
2

三
重
県
0
.7
7
0
.8
0

1
0
2
1
2
8
1
3
2

7
3

1
2

5
滋
賀
県
0
.8
5
0
.8
4

7
5

8
9

9
5

5
1

1
2

0
京
都
府
0
.9
6
1
.0
2

1
9
0
1
8
5
1
9
7

6
1
1

9
1
3

1
0

大
阪
府
1
.0
3
1
.0
1

6
0
3
5
9
8
6
4
1

2
1

1
8

2
0

1
9

1
5

兵
庫
県
0
.8
6
0
.8
7

3
3
4
3
8
6
4
1
1

2
0

9
1
5

8
4

奈
良
県
0
.9
4
0
.8
9

8
8

9
8
1
0
4

5
3

3
1

4
和
歌
山
県
1
.0
2
0
.9
9

7
4

7
4

7
4

2
3

5
2

1
鳥
取
県
0
.6
5
0
.6
7

3
1

4
6

4
6

3
1

2
1

0
島
根
県
0
.6
8
0
.6
6

3
9

5
9

5
8

4
1

1
1

1
岡
山
県
1
.0
9
0
.9
9

1
4
1
1
4
3
1
4
7

4
1
1

1
4

4
1
4

広
島
県
0
.9
7
0
.9
4

1
9
4
2
0
7
2
1
7

9
3

3
3

3
山
口
県
0
.9
9
0
.9
0

1
0
2
1
1
3
1
1
4

5
0

1
0

0
徳
島
県
1
.0
3
1
.0
4

6
4

6
1

6
1

1
2

1
2

2
香
川
県
1
.0
8
1
.1
9

8
7

7
3

7
5

0
1

0
2

2
愛
媛
県
0
.9
7
0
.9
6

1
0
4
1
0
9
1
1
1

4
1

1
1

2
高
知
県
1
.1
8
1
.1
6

7
3

6
3

6
2

0
3

4
3

3
福
岡
県
1
.0
4
1
.0
4

3
6
8
3
5
5
3
7
8

1
0

1
4

1
2

1
5

1
6

佐
賀
県
1
.0
7
0
.9
8

6
6

6
8

6
9

2
1

1
2

1
長
崎
県
0
.8
1
0
.7
9

8
2
1
0
4
1
0
5

6
2

0
5

1
熊
本
県
0
.7
4
0
.7
6

1
0
5
1
3
7
1
4
0

8
5

4
5

5
大
分
県
0
.8
9
0
.9
0

8
3

9
3

9
5

4
1

1
0

1
宮
崎
県
0
.7
9
0
.7
6

6
6

8
6

8
8

5
1

1
3

0
鹿
児
島
県
0
.9
1
0
.8
6

1
1
1
1
2
9
1
2
9

6
4

7
4

0
沖
縄
県
0
.8
7
0
.7
5

6
3

8
4

9
0

6
1

1
3

0
4
1

7
2

6
5
4シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ）

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ

脳
神
経
外
科

2
0
1
8
年

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）

日
本
専
門
医
機
構
資
料
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数

北
海
道
0
.6
6
0
.6
8

2
2
4
3
2
8
3
2
2

1
9

1
1

1
0

9
1
3

青
森
県
0
.4
3
0
.4
8

3
9

8
1

7
7

7
2

2
2

1
岩
手
県
0
.5
8
0
.5
9

4
6

7
7

7
3

5
1

0
1

1
宮
城
県
0
.9
6
0
.7
8

1
0
7
1
3
7
1
3
6

7
2

3
1

3
秋
田
県
0
.4
5
0
.5
4

3
6

6
7

6
3

5
2

3
0

2
山
形
県
0
.8
3
0
.8
0

5
6

7
0

6
7

3
1

2
1

0
福
島
県
0
.6
6
0
.6
7

7
7
1
1
5
1
1
1

7
3

3
2

4
茨
城
県
0
.5
3
0
.5
3

8
7
1
6
4
1
6
2

1
3

5
5

6
3

栃
木
県
0
.7
0
0
.7
8

8
9
1
1
4
1
1
3

6
3

2
5

3
群
馬
県
0
.9
3
0
.8
8

1
1
2
1
2
7
1
2
5

4
5

4
6

6
埼
玉
県
0
.5
0
0
.5
6

2
0
8
3
7
2
3
7
8

3
0

7
8

8
4

千
葉
県
0
.6
2
0
.6
1

2
1
3
3
5
1
3
5
4

2
6

5
5

7
4

東
京
都
1
.3
1
1
.2
7

3
6

7
5

5
4
8
1
,0
0
5
7
8
8
7
9
8

-
7

4
7

4
4

4
6

5
0

神
奈
川
県
0
.8
5
0
.8
4

4
1
6
4
9
4
5
0
2

2
2

1
3

1
3

1
0

1
5

新
潟
県
0
.6
8
0
.6
9

9
7
1
4
0
1
3
5

8
2

2
1

3
富
山
県
0
.9
5
0
.9
1

5
9

6
5

6
3

2
0

0
0

0
石
川
県
1
.4
6
1
.3
8

9
5

6
9

6
8

-
2

3
0

3
6

福
井
県
1
.4
3
1
.4
5

6
7

4
6

4
5

-
2

2
4

0
2

山
梨
県
0
.8
7
0
.9
4

4
5

4
8

4
7

1
2

2
4

1
長
野
県
0
.6
7
0
.7
0

9
0
1
2
9
1
2
5

7
3

3
4

3
岐
阜
県
0
.6
0
0
.6
1

7
1
1
1
7
1
1
4

8
3

3
2

4
静
岡
県
0
.6
0
0
.6
7

1
4
9
2
2
0
2
1
7

1
3

2
1

3
3

愛
知
県
0
.8
6
0
.8
4

3
5
3
4
1
9
4
2
2

1
8

1
3

1
9

5
1
4

三
重
県
0
.9
5
0
.9
5

9
9
1
0
4
1
0
1

3
5

3
5

6
滋
賀
県
1
.1
7
1
.1
8

9
2

7
8

7
8

0
2

1
3

3
京
都
府
1
.6
6
1
.6
8

1
4

0
0

0
1
4

2
5
4
1
5
1
1
5
0
-
1
0

1
1

1
0

1
4

9
大
阪
府
1
.2
2
1
.2
0

1
4

3
2

2
1
9

6
2
8
5
2
5
5
2
0

0
1
8

1
6

1
6

2
2

兵
庫
県
0
.9
4
0
.9
6

3
0
3
3
1
7
3
1
5

9
8

1
1

9
5

奈
良
県
1
.3
6
1
.4
5

1
1
4

7
8

7
7

-
3

5
6

3
5

和
歌
山
県
0
.9
3
1
.1
1

6
7

6
0

5
7

0
4

3
3

6
鳥
取
県
1
.1
7
1
.0
7

3
8

3
6

3
5

0
2

2
2

1
島
根
県
1
.1
2
1
.1
6

5
1

4
4

4
2

0
2

3
1

3
岡
山
県
1
.3
8
1
.4
6

9
0

0
0

9
1
6
8
1
1
6
1
1
3

-
4

6
4

6
9

広
島
県
0
.9
3
0
.8
8

1
4
9
1
6
9
1
6
7

6
6

5
1
0

3
山
口
県
1
.0
9
1
.0
6

9
1

8
6

8
2

1
1

3
0

0
徳
島
県
1
.3
4
1
.4
9

6
9

4
6

4
4

-
2

3
1

4
4

香
川
県
1
.1
8
1
.1
4

6
8

6
0

5
8

0
1

1
0

2
愛
媛
県
1
.4
6
1
.4
8

1
2
8

8
6

8
3

-
3

4
3

5
5

高
知
県
1
.0
6
1
.0
8

5
0

4
6

4
4

0
1

2
1

1
福
岡
県
1
.2
6
1
.2
3

1
5

0
0

2
1
7

3
7
5
3
0
5
3
0
6

-
1

1
2

1
3

8
1
5

佐
賀
県
1
.1
4
1
.2
3

5
9

4
8

4
7

0
1

1
1

2
長
崎
県
1
.1
4
1
.1
8

9
8

8
4

8
0

0
5

4
5

5
熊
本
県
1
.1
8
1
.2
8

1
3
9
1
0
8
1
0
5

-
2

4
5

3
3

大
分
県
1
.1
5
1
.1
0

8
0

7
3

7
0

1
2

3
1

2
宮
崎
県
1
.1
0
1
.0
6

7
3

6
9

6
7

1
2

4
0

1
鹿
児
島
県
0
.9
6
1
.0
0

9
9
1
0
0

9
5

2
4

5
6

1
沖
縄
県
1
.1
1
0
.8
7

6
6

7
6

7
8

3
1

0
2

2
8
8

1
0

7
9

1
0
7シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ）

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ

放
射
線
科

2
0
1
8
年

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）

日
本
専
門
医
機
構
資
料

1
0
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数

北
海
道
1
.2
1
1
.2
1

2
0

3
1

6
2
9

5
6
8
4
7
0
4
6
0

-
1

2
5

2
3

2
9

2
2

青
森
県
0
.6
8
0
.6
7

7
8
1
1
6
1
1
1

7
3

4
2

3
岩
手
県
0
.5
7
0
.5
7

6
3
1
1
0
1
0
5

8
2

1
0

4
宮
城
県
0
.8
8
0
.8
8

1
7
2
1
9
5
1
9
3

8
5

4
6

5
秋
田
県
0
.6
0
0
.5
6

5
3

9
6

8
9

7
3

3
3

3
山
形
県
0
.6
2
0
.6
4

6
4
1
0
0

9
5

6
2

0
3

2
福
島
県
0
.6
7
0
.6
7

1
1
1
1
6
5
1
5
8

1
0

5
3

3
1
0

茨
城
県
0
.6
6
0
.7
0

1
6
5
2
3
6
2
3
3

1
4

8
7

8
1
0

栃
木
県
0
.9
2
0
.9
2

1
5
1
1
6
4
1
6
2

5
6

7
3

7
群
馬
県
0
.9
3
0
.9
0

1
5
9
1
7
7
1
7
4

7
7

9
5

6
埼
玉
県
0
.7
0
0
.7
0

3
8
4
5
4
9
5
5
8

3
5

1
6

2
1

1
6

1
1

千
葉
県
0
.7
4
0
.6
7

3
3
8
5
0
3
5
0
8

3
4

1
4

2
1

1
4

7
東
京
都
1
.2
1
1
.2
5

7
5

1
5

1
0

1
1

1
0
1
1
,4
0
8
1
,1
2
9
1
,1
3
8

-
7

9
6

7
9
1
0
3
1
0
5

神
奈
川
県
0
.9
6
0
.9
4

6
6
8
7
1
2
7
2
2

2
4

3
2

4
0

2
9

2
8

新
潟
県
0
.5
4
0
.5
7

1
1
5
2
0
1
1
9
3

1
5

6
7

4
7

富
山
県
1
.0
0
0
.9
9

9
3

9
4

9
1

2
5

5
3

7
石
川
県
0
.9
8
1
.0
0

9
9

9
9

9
8

3
6

8
7

4
福
井
県
0
.8
1
0
.8
0

5
4

6
7

6
5

3
2

2
3

2
山
梨
県
0
.8
4
0
.9
7

6
7

6
9

6
7

2
3

1
2

5
長
野
県
0
.8
8
0
.8
3

1
5
3
1
8
4
1
7
8

8
3

3
1

4
岐
阜
県
0
.5
6
0
.5
6

9
4
1
6
9
1
6
4

1
3

6
7

6
5

静
岡
県
0
.7
0
0
.6
7

2
1
1
3
1
5
3
1
0

2
0

7
1
2

6
4

愛
知
県
0
.8
2
0
.8
1

4
8
4
5
9
9
6
0
3

2
8

2
8

2
9

2
6

3
0

三
重
県
0
.4
9
0
.5
1

7
6
1
5
0
1
4
6

1
2

6
4

7
6

滋
賀
県
0
.9
1
0
.9
0

1
0
1
1
1
1
1
1
2

4
4

1
7

5
京
都
府
1
.1
7
1
.1
7

1
1

2
2

4
1
7

2
5
6
2
1
9
2
1
7

0
1
4

1
1

1
3

1
9

大
阪
府
1
.0
6
1
.0
7

3
0

2
1

6
3
8

8
0
2
7
4
8
7
4
0

1
1

3
5

3
2

3
8

3
4

兵
庫
県
1
.0
0
1
.0
0

4
5
6
4
5
7
4
5
3

1
1

2
5

2
0

3
0

2
4

奈
良
県
0
.8
4
0
.8
4

9
6
1
1
5
1
1
2

5
4

5
2

4
和
歌
山
県
0
.8
4
0
.8
3

7
2

8
6

8
2

3
2

1
3

1
鳥
取
県
0
.9
5
1
.0
0

5
1

5
1

4
9

1
2

2
2

3
島
根
県
1
.2
7
1
.3
6

8
4

6
2

5
9

-
2

2
2

3
2

岡
山
県
1
.2
7
1
.2
1

1
4

3
2

6
2
3

1
9
9
1
6
5
1
6
2

0
1
7

1
1

1
8

2
1

広
島
県
0
.9
6
0
.9
3

2
2
5
2
4
2
2
3
9

8
9

1
2

7
9

山
口
県
0
.8
4
0
.8
6

1
0
5
1
2
3
1
1
7

5
3

3
2

4
徳
島
県
0
.9
0
1
.0
2

6
7

6
6

6
3

1
4

0
6

6
香
川
県
1
.1
2
1
.1
2

9
5

8
5

8
2

0
2

0
0

5
愛
媛
県
0
.7
7
0
.8
5

1
0
5
1
2
3
1
1
9

5
5

5
3

6
高
知
県
1
.0
4
1
.1
1

7
3

6
6

6
2

0
2

4
0

3
福
岡
県
1
.1
1
1
.1
0

2
0

4
3

4
2
8

4
7
9
4
3
5
4
3
5

5
2
4

1
7

3
1

2
4

佐
賀
県
1
.0
5
1
.0
7

7
4

6
9

6
7

1
4

1
6

5
長
崎
県
0
.8
8
1
.0
2

6
0

0
0

6
1
2
2
1
1
9
1
1
4

2
6

6
6

6
熊
本
県
1
.0
2
1
.0
4

1
5
8
1
5
2
1
4
8

3
5

5
6

4
大
分
県
1
.0
0
0
.9
9

1
0
2
1
0
3
1
0
0

3
2

2
3

1
宮
崎
県
0
.9
0
0
.8
8

8
6

9
7

9
4

3
2

3
1

3
鹿
児
島
県
0
.9
8
0
.9
7

1
3
7
1
4
1
1
3
5

3
4

5
5

2
沖
縄
県
1
.1
9
1
.1
3

8
0

0
0

8
1
2
3
1
0
8
1
1
1

1
6

2
8

7
1
8
4

2
9

1
9

3
7

2
5
0シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 算 ）

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ

麻
酔
科

2
0
1
8
年

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）

日
本
専
門
医
機
構
資
料

1
1
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数

北
海
道
0
.8
0
0
.7
1

1
2
7
1
7
9
1
8
3

1
1

5
1

9
4

青
森
県
0
.4
1
0
.4
7

2
2

4
6

4
5

4
1

0
3

0
岩
手
県
0
.5
8
0
.6
4

2
7

4
3

4
2

3
2

3
2

1
宮
城
県
0
.9
6
1
.0
0

7
3

7
3

7
5

2
2

2
2

2
秋
田
県
0
.3
2
0
.2
8

1
1

3
8

3
7

4
0

0
0

0
山
形
県
0
.4
7
0
.4
1

1
6

4
0

3
9

4
0

0
0

福
島
県
0
.7
6
0
.6
1

3
9

6
4

6
3

5
1

1
0

2
茨
城
県
0
.5
8
0
.5
0

4
4

8
8

9
1

8
2

3
3

0
栃
木
県
0
.8
7
0
.7
7

4
6

6
0

6
1

3
5

6
4

5
群
馬
県
0
.4
5
0
.4
4

3
0

6
7

6
8

6
0

0
0

埼
玉
県
0
.7
4
0
.7
2

1
4
3
2
0
0
2
1
3

1
4

8
1
0

1
0

5
千
葉
県
0
.8
8
0
.8
0

1
5
0
1
8
6
1
9
6

1
0

1
1

1
2

1
5

5
東
京
都
1
.8
4
2
.0
0

3
0

1
0

6
6

4
6

7
9
1
3
9
5
4
1
0
-
3
6

4
7

4
2

4
8

5
0

神
奈
川
県
1
.0
2
1
.0
5

2
7
0
2
5
8
2
7
3

7
1
7

2
3

1
7

1
2

新
潟
県
0
.4
6
0
.4
4

3
4

7
8

7
7

7
2

4
2

1
富
山
県
0
.6
8
0
.5
9

2
1

3
6

3
6

3
0

0
0

石
川
県
1
.1
7
1
.0
8

4
0

3
7

3
8

1
5

6
5

4
福
井
県
0
.5
1
0
.4
8

1
2

2
5

2
5

2
1

2
0

0
山
梨
県
0
.6
3
0
.5
7

1
5

2
7

2
7

2
1

2
0

0
長
野
県
1
.0
5
1
.0
4

7
4

7
1

7
1

1
3

5
0

4
岐
阜
県
0
.3
4
0
.3
9

2
4

6
2

6
3

6
0

0
0

静
岡
県
0
.8
1
0
.8
3

9
9
1
1
9
1
2
2

5
4

5
5

3
愛
知
県
0
.5
2
0
.6
7

1
4
3
2
1
5
2
2
5

1
6

8
1
2

6
5

三
重
県
0
.2
5
0
.2
7

1
6

5
7

5
7

6
0

0
0

滋
賀
県
0
.7
6
0
.7
7

3
1

4
0

4
2

2
0

0
0

京
都
府
1
.0
2
0
.9
7

8
0

8
2

8
5

3
8

8
7

8
大
阪
府
1
.1
0
1
.1
6

1
5

2
1

2
1
9

3
1
7
2
7
3
2
8
2

3
1
8

1
7

1
9

1
8

兵
庫
県
0
.9
8
1
.0
5

1
3

0
0

2
1
5

1
7
9
1
7
1
1
7
7

4
1
1

1
3

9
1
0

奈
良
県
0
.6
8
0
.7
0

3
0

4
3

4
4

3
2

1
1

3
和
歌
山
県
0
.4
6
0
.5
2

1
7

3
3

3
2

3
1

0
1

2
鳥
取
県
0
.3
4
0
.3
6

7
2
0

2
0

2
1

1
0

島
根
県
0
.6
5
0
.6
3

1
5

2
5

2
4

2
0

0
0

岡
山
県
1
.2
4
1
.1
7

7
4

6
3

6
4

0
5

7
5

4
広
島
県
0
.6
1
0
.5
8

5
3

9
2

9
4

7
1

2
1

1
山
口
県
0
.3
5
0
.3
2

1
6

4
8

4
8

5
0

0
0

0
徳
島
県
1
.1
7
1
.0
4

2
7

2
6

2
5

1
2

1
1

3
香
川
県
1
.0
8
1
.0
4

3
4

3
2

3
2

1
1

2
1

0
愛
媛
県
0
.8
3
0
.7
5

3
6

4
8

4
7

3
1

3
1

0
高
知
県
1
.1
2
0
.9
2

2
4

2
7

2
6

1
0

0
0

1
福
岡
県
1
.1
7
1
.1
3

7
0

0
2

9
1
8
1
1
6
0
1
6
6

2
6

7
7

3
佐
賀
県
0
.7
2
0
.7
0

1
9

2
7

2
7

2
2

2
1

2
長
崎
県
1
.1
4
1
.1
6

5
3

4
6

4
5

1
5

5
5

4
熊
本
県
0
.4
8
0
.5
1

3
0

5
9

5
9

5
0

0
0

大
分
県
0
.7
2
0
.8
5

3
5

4
1

4
1

2
1

2
1

0
宮
崎
県
0
.5
0
0
.5
2

2
0

3
8

3
7

3
0

0
0

鹿
児
島
県
0
.5
3
0
.5
1

2
8

5
5

5
4

5
1

1
0

沖
縄
県
1
.1
8
0
.9
8

3
8

3
9

4
1

1
2

4
2

1
6
5

1
2

7
1
2

8
9シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ）

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ

形
成
外
科

2
0
1
8
年

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）

日
本
専
門
医
機
構
資
料

1
2
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2
0
2
4
年

2 0 1 6 年 足 下 充 足 率

2 0 1 8 年 足 下 充 足 率

通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

2 0 1 8 年 医 師 数 （ 仕 事 量 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 調 整 後 ）

必 要 医 師 数 （ 勤 務 時 間 補 正 後 ）

2 0 2 4 年 の 必 要 医 師 数 を

達 成 す る た め の 年 間 養 成 数

過 去 3 年

採 用 数 平 均

2 0 2 0 年 度 専 攻 医 採 用 数

（ 地 域 枠 採 用 除 く ）

2 0 1 9 年 度 専 攻 医

採 用 数

2 0 1 8 年 度 専 攻 医

採 用 数

北
海
道
0
.8
6
0
.8
6

1
0
2
1
1
9
1
2
0

5
3

3
4

3
青
森
県
0
.3
4
0
.3
8

1
1

3
0

3
0

3
1

2
0

0
岩
手
県
0
.4
3
0
.6
1

1
7

2
9

2
8

2
0

0
0

0
宮
城
県
1
.4
1
1
.2
1

6
0

4
9

5
0

0
1

0
1

1
秋
田
県
1
.0
3
0
.9
1

2
3

2
5

2
4

1
0

0
0

0
山
形
県
0
.5
3
0
.4
9

1
3

2
6

2
5

2
0

0
1

0
福
島
県
0
.2
7
0
.3
2

1
3

4
2

4
1

4
0

0
0

0
茨
城
県
0
.5
3
0
.5
1

3
1

6
0

6
1

5
2

2
2

1
栃
木
県
0
.7
3
0
.8
3

3
4

4
1

4
1

2
0

0
0

1
群
馬
県
0
.9
2
0
.9
8

4
3

4
4

4
4

1
1

1
0

3
埼
玉
県
0
.6
5
0
.6
8

9
2
1
3
6
1
4
3

9
3

4
3

1
千
葉
県
0
.9
6
0
.9
0

1
1
4
1
2
7
1
3
2

5
3

1
3

5
東
京
都
1
.2
9
1
.3
7

1
6

4
1

1
5

3
5

3
6
1
2
6
4
2
7
3

-
5

2
1

2
0

2
1

2
1

神
奈
川
県
0
.8
9
0
.9
3

1
6
1
1
7
4
1
8
2

6
5

6
4

4
新
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県
0
.5
8
0
.6
1

3
1

5
2

5
1

4
1

0
1

1
富
山
県
0
.8
3
0
.8
7

2
1

2
4

2
4

1
0

0
0

石
川
県
1
.1
8
1
.0
0

2
5

2
5

2
5

1
1

0
2

1
福
井
県
1
.0
5
0
.9
7

1
6

1
7

1
7

0
0

0
0

山
梨
県
1
.1
3
1
.3
2

2
4

1
8

1
8

0
0

0
0

長
野
県
0
.7
0
0
.7
2

3
4

4
7

4
7

3
1

2
1

0
岐
阜
県
0
.4
6
0
.4
5

1
9

4
2

4
2

4
1

1
0

1
静
岡
県
1
.0
0
0
.9
7

7
7

7
9

8
0

2
1

2
1

0
愛
知
県
0
.8
6
0
.9
6

1
4
0
1
4
5
1
5
1

5
5

4
7

4
三
重
県
0
.6
1
0
.6
6

2
5

3
8

3
8

2
1

0
2

0
滋
賀
県
1
.0
4
0
.8
7

2
4

2
7

2
8

1
0

0
0

0
京
都
府
1
.0
8
1
.2
3

6
7

5
4

5
6

0
2

4
0

2
大
阪
府
1
.2
1
1
.1
8

2
1
7
1
8
3
1
8
8

1
3

4
1

4
兵
庫
県
0
.9
5
0
.9
8

1
1
1
1
1
4
1
1
7

3
6

8
6

5
奈
良
県
1
.3
8
1
.2
8

3
6

2
8

2
9

0
0

0
0

0
和
歌
山
県
1
.6
3
1
.4
5

3
1

2
1

2
1

-
1

3
6

1
3

鳥
取
県
1
.5
5
1
.3
1

1
7

1
3

1
3

0
0

0
0

0
島
根
県
1
.4
9
1
.7
1

2
8

1
6

1
6

-
1

1
2

0
0

岡
山
県
1
.7
0
1
.4
6

6
1

4
2

4
2

-
2

1
1

0
1

広
島
県
0
.8
3
0
.9
5

5
8

6
1

6
2

2
3

3
4

2
山
口
県
1
.0
4
1
.0
1

3
2

3
2

3
1

1
0

0
0

0
徳
島
県
0
.8
6
1
.3
1

2
2

1
7

1
7

0
1

0
1

2
香
川
県
0
.8
2
0
.6
8

1
5

2
1

2
1

1
0

0
0

0
愛
媛
県
1
.2
5
1
.1
6

3
6

3
1

3
1

0
0

0
0

0
高
知
県
1
.1
4
0
.9
6

1
7

1
7

1
7

0
0

0
0

0
福
岡
県
1
.2
1
1
.1
7

1
2
6
1
0
7
1
1
0

1
3

3
1

4
佐
賀
県
0
.8
4
0
.8
3

1
5

1
8

1
8

1
1

1
0

1
長
崎
県
0
.6
2
0
.7
0

2
1

3
1

3
0

2
0

0
0

熊
本
県
0
.9
9
0
.8
4

3
3

4
0

3
9

2
0

1
0

0
大
分
県
0
.7
6
0
.7
8

2
1

2
7

2
6

1
0

0
0

0
宮
崎
県
0
.9
1
0
.5
7

1
4

2
5

2
5

2
0

0
0

0
鹿
児
島
県
1
.5
4
1
.4
4

5
3

3
7

3
6

-
1

2
2

2
2

沖
縄
県
1
.3
6
1
.3
5

3
6

2
6

2
8

0
1

0
0

2
16

4
1

15
35シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ）

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科 2
0
1
8
年

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）

日
本
専
門
医
機
構
資
料

1
3
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通 常 募 集 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム 数

連 携 プ ロ グ ラ ム の う ち

都 道 府 県 限 定 分

特 別 地 域 連 携 プ ロ グ ラ ム

精 神 科 指 定 医 連 携 枠

シ ー リ ン グ 数 合 計

（ 通 常 ＋ 連 携 ＋ 特 別 地 域 連 携 ＋ 精 神 科 指 定 医

連 携 枠 ）

北
海
道

20
3

1
6

0
29

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

1,
02
2

25
5

96
14
9

5
1,
43
1

神
奈
川
県

14
1

1
1

0
16

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

19
0

0
3

0
22

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

16
1

0
1

0
18

三
重
県

滋
賀
県

7
0

0
0

0
7

京
都
府

1
61

28
11

20
0

20
9

大
阪
府

3
57

26
9

41
0

42
4

兵
庫
県

52
1

0
2

0
55

奈
良
県

和
歌
山
県

29
3

1
3

0
35

鳥
取
県

15
1

0
2

0
18

島
根
県

岡
山
県

1
02

11
5

14
0

12
7

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

16
4

3
2

0
22

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

2
32

49
15

31
1

31
3

佐
賀
県

8
0

0
1

0
9

長
崎
県

55
4

3
4

0
63

熊
本
県

52
0

0
6

0
58

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

15
0

0
1

0
16

2,
19
2

38
7

14
5

28
7

6
2,
87
2

日
本
専
門
医
機
構
資
料

日
本
専
門
医
機
構
　
2
0
2
5
年
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
シ
ー
リ
ン
グ
数
（
案
）

全
体

2
0
2
5
年
シ
ー
リ
ン
グ
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特別地域連携プログラム採用実績

診療科

令和５年
（2023年）
採用実績

令和６年
（2024年）
採用実績

１ 内科 21（１） 21

２ 小児科 8 3

３ 皮膚科 0 0

４ 精神科 15（１） 9

５ 外科 0 0

６ 整形外科 2 2
７ 産婦人科 0 0

８ 眼科 2 0

９ 耳鼻咽喉科 0 0

10 泌尿器科 0 0

11 脳神経外科 0 0
12 放射線科 6 6
13 麻酔科 1（１） 0

14 病理 0 0

15 臨床検査 0 0

16 救急科 0 0

17 形成外科 2 0
18 リハビリテーション科 3 1
19 総合診療 0 0

計 60（３） 42（０）

令和６年３月２８日時点 確定値

※黄緑色のセルはシーリング対象の診療科※（ ）内は特別地域連携枠で採用された専攻医のうち、連携先が年通算の時間外・休日
労働時間が1860時間を超える医師等が所属する施設であることを理由に認められたもの

1023
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令和６年度 特別地域連携プログラム連携先都道府県（実績）（詳細版）

令和６年３月２８日時点 確定値

22

足下充足率：2016年/2018年

内科
※

足下
充足
率

採用元
都道府県

小児科
※

足下
充足
率

採用元
都道府県

精神科
足下
充足
率

採用元
都道府県

整形外
科

足下
充足
率

採用元
都道府県

放射線
科

足下
充足
率

採用元
都道府県

リハビ
リテー
ション
科

足下
充足
率

採用元
都道府県

総計

山形県 2
0.70/
0.66 東京都2 2

福島県 1
0.71/
0.69

東京都1 1

茨城県 9
0.68/
0.70 東京都9 2

0.62/
0.69 東京都2 5

0.53/
0.53 東京都5 16

栃木県 1
0.65/
0.72

東京都1 1

埼玉県 6
0.69/
0.70

東京都5
大阪府1

2
0.74/
0.78

東京都2 2
0.69/
0.70

大阪府1
福岡県1

1
0.50/
0.56

福岡県1 1
0.65/
0.68

東京都1 12 ※

千葉県 3
0.76/
0.77 東京都3 3 ※

新潟県 4
0.72/
0.70

東京都2
大阪府2

6
0.68/
0.67

東京都4
福岡県2

10 ※

総計
22
(21)

5
(3)

9 2 6 1
45
(42)

※内科、小児科は複数県で研修する専攻医が含まれるため、延べ人数を示す。
（ ）内は実人数
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平成30年専攻医採用数

内科 小児科 皮膚科 精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 病理 臨床検査 救急科 形成外科 リハビリテーション科 総合診療 総計

北海道 90 20 3 11 34 20 9 9 8 11 12 13 22 6 0 9 4 3 12 296

青森県 18 4 2 4 6 4 3 0 6 2 0 1 3 2 0 3 0 0 3 61

岩手県 21 1 1 2 8 7 1 2 2 5 4 1 4 0 0 2 1 0 0 62

宮城県 52 13 6 3 20 8 8 9 10 3 9 3 5 1 0 5 2 1 1 159

秋田県 16 5 4 3 10 3 3 2 1 5 3 2 3 0 0 0 0 0 60

山形県 21 1 0 7 5 7 4 2 4 1 0 0 2 0 1 0 0 55

福島県 21 7 2 4 11 7 3 3 1 0 7 4 10 0 0 3 2 0 1 86

茨城県 41 10 5 4 11 9 9 3 5 4 1 3 10 2 6 0 1 6 130

栃木県 35 11 2 9 15 6 6 6 1 4 2 3 7 3 0 3 5 1 1 120

群馬県 26 4 1 7 1 1 4 2 3 3 2 6 6 0 0 6 3 4 79

埼玉県 70 19 5 19 17 3 15 13 11 4 7 4 11 3 0 12 5 1 9 228

千葉県 84 20 5 19 26 21 6 16 4 11 7 4 7 2 1 17 5 5 7 267

東京都 535 141 88 108 176 116 102 76 63 51 43 50 105 25 3 58 50 21 13 1824

神奈川県 176 24 16 25 42 32 28 19 15 15 11 15 28 4 1 24 12 4 6 497

新潟県 44 4 2 3 8 6 7 1 5 2 0 3 7 1 2 1 1 3 100

富山県 19 1 1 2 6 2 4 2 1 1 1 0 7 2 1 2 2 54

石川県 39 4 1 9 6 8 8 6 3 4 2 6 4 1 0 2 4 1 1 109

福井県 13 3 2 2 2 1 1 2 2 0 1 2 2 2 0 4 0 0 39

山梨県 19 1 1 2 1 0 3 0 0 2 0 1 5 0 0 2 0 0 37

長野県 35 5 2 6 14 10 5 0 1 4 2 3 4 4 0 6 4 0 7 112

岐阜県 30 12 1 3 16 5 3 1 3 2 5 4 5 1 0 3 1 3 98

静岡県 44 8 6 8 7 6 6 4 6 2 3 3 4 1 0 1 3 0 2 114

愛知県 135 30 20 19 51 34 28 18 14 10 12 14 30 8 0 6 5 4 12 450

三重県 40 5 2 3 7 4 5 7 3 4 5 6 6 1 0 1 0 3 102

滋賀県 28 7 2 4 9 3 4 2 4 6 0 3 5 4 3 0 6 90

京都府 85 8 14 13 23 17 11 19 10 19 10 9 19 7 0 7 8 2 3 284

大阪府 217 46 25 29 71 36 34 30 21 20 15 22 34 7 0 13 18 4 7 649

兵庫県 113 32 12 9 30 29 14 10 7 11 4 5 24 3 0 14 10 5 6 338

奈良県 32 6 3 9 3 5 6 1 7 2 4 5 4 2 0 4 3 0 7 103

和歌山県 23 4 3 2 6 9 4 4 0 2 1 6 1 0 2 2 3 0 72

鳥取県 15 7 0 3 7 1 1 1 3 2 0 1 3 0 1 0 0 45

島根県 12 2 1 1 3 5 3 1 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 37

岡山県 66 7 7 11 25 9 11 6 2 11 14 9 21 2 0 5 4 1 4 215

広島県 47 6 3 5 18 8 10 6 4 11 3 3 9 4 0 4 1 2 4 148

山口県 14 4 3 0 4 5 2 3 1 2 0 0 4 0 0 1 0 0 2 45

徳島県 19 0 0 4 5 3 1 0 3 2 2 4 6 0 3 3 2 3 60

香川県 13 3 0 0 4 8 2 2 3 0 2 2 5 1 2 0 0 1 48

愛媛県 21 5 1 9 5 6 7 5 4 4 2 5 6 0 0 2 0 0 6 88

高知県 8 2 2 6 1 5 3 3 1 2 3 1 3 1 0 3 1 0 5 50

福岡県 157 29 11 25 39 41 26 10 10 15 16 15 24 7 0 10 3 4 8 450

佐賀県 19 0 0 8 3 3 5 4 2 2 1 2 5 0 0 1 2 1 0 58

長崎県 34 9 0 2 6 6 2 0 1 3 1 5 6 1 0 2 4 2 84

熊本県 28 9 1 4 12 8 5 6 5 2 5 3 4 2 0 2 0 8 104

大分県 25 7 1 5 8 2 2 4 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 2 64

宮崎県 9 3 2 2 3 5 1 2 0 1 0 1 3 0 0 4 0 1 37

鹿児島県 30 8 0 1 11 12 10 4 1 3 0 1 2 0 0 2 2 7 94

沖縄県 31 16 2 7 9 6 6 2 5 0 0 2 7 2 4 1 2 6 108

総計 2670 573 271 441 805 552 441 328 267 274 224 260 495 114 6 267 163 75 184 8410

※ カリキュラム制における数を含む
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2019年度 採用状況

都道府県 内科 小児科 皮膚科 精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 病理 臨床検査 救急科 形成外科 リハビリテーション科 総合診療 合計

北海道 101 17 11 13 25 21 8 11 10 10 11 9 29 5 0 10 9 4 13 317

青森県 17 7 3 4 13 5 5 0 3 1 3 2 2 0 0 3 3 0 1 72

岩手県 27 4 2 2 8 5 5 1 1 3 1 1 0 1 0 2 2 0 0 65

宮城県 53 11 1 1 22 5 11 6 6 5 4 1 6 0 0 4 2 1 3 142

秋田県 16 4 0 2 8 4 1 2 0 1 2 0 3 4 0 0 0 0 2 49

山形県 25 4 1 4 8 6 5 1 2 1 2 1 3 1 0 0 0 1 1 66

福島県 28 5 3 6 8 3 2 4 2 4 2 2 3 1 0 2 0 0 1 76

茨城県 46 12 5 9 13 10 8 4 3 2 4 6 8 1 0 2 3 2 4 142

栃木県 40 10 5 4 8 5 10 6 3 5 2 5 3 2 0 6 4 0 3 121

群馬県 24 6 2 3 7 9 1 1 2 4 1 6 5 2 1 3 0 0 1 78

埼玉県 85 21 12 17 14 10 12 13 6 7 8 8 16 2 1 7 10 3 4 256

千葉県 104 31 10 18 28 22 6 14 10 13 5 7 14 3 2 17 15 3 10 332

東京都 515 123 86 95 148 110 127 75 57 50 55 46 103 25 5 59 48 21 23 1,771

神奈川県 186 26 15 27 53 25 19 20 19 15 11 10 29 5 1 26 17 4 8 516

新潟県 36 6 6 4 9 5 3 3 5 0 4 1 4 2 0 2 2 1 2 95

富山県 17 5 1 3 7 1 4 4 2 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 52

石川県 40 3 2 9 18 10 3 5 6 5 4 3 7 0 0 0 5 2 0 122

福井県 9 3 3 4 4 2 5 2 0 3 2 0 3 2 0 6 0 0 2 50

山梨県 9 3 5 5 3 5 3 5 4 3 2 4 2 0 1 3 0 0 0 57

⾧野県 37 9 3 7 12 4 3 2 2 5 3 4 1 2 1 5 0 1 8 109

岐阜県 21 6 5 4 7 6 6 5 5 4 4 2 6 2 0 1 0 0 1 85

静岡県 45 14 6 8 10 7 11 4 7 8 3 3 6 1 2 4 5 1 5 150

愛知県 162 23 22 28 55 25 28 18 14 11 18 5 26 5 0 9 6 7 14 476

三重県 30 5 6 4 14 4 2 6 0 3 2 5 7 3 0 0 0 2 1 94

滋賀県 33 7 4 4 6 5 2 3 3 3 2 3 7 1 0 2 0 0 4 89

京都府 80 9 10 12 19 17 14 17 12 5 13 14 13 9 1 10 7 0 7 269

大阪府 211 42 20 38 72 41 31 28 20 19 19 16 38 10 0 21 19 1 6 652

兵庫県 137 20 13 19 42 17 9 18 14 10 8 9 30 2 1 14 9 6 3 381

奈良県 25 5 3 10 9 6 9 1 5 3 1 3 2 2 0 6 1 0 6 97

和歌山県 24 5 5 5 2 3 1 1 3 3 2 3 3 0 0 5 1 1 0 67

鳥取県 19 2 1 3 5 5 4 1 3 4 1 2 2 0 0 1 0 0 2 55

島根県 19 3 2 2 4 1 2 0 0 0 1 1 3 0 0 3 0 0 3 44

岡山県 61 14 12 13 32 10 11 8 7 5 4 6 18 3 0 4 5 0 8 221

広島県 59 6 1 5 14 7 5 4 6 0 3 10 7 1 0 7 1 4 1 141

山口県 21 2 1 2 4 3 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 46

徳島県 24 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 4 6 4 0 5 1 1 1 65

香川県 31 7 0 3 6 4 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 59

愛媛県 15 3 1 3 10 2 3 1 7 6 1 5 3 1 2 1 1 0 0 65

高知県 16 0 0 3 3 2 2 0 0 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 36

福岡県 143 28 16 28 46 45 23 11 11 9 15 8 31 7 0 9 7 1 6 444

佐賀県 15 3 2 7 1 4 0 4 3 0 2 1 6 1 0 3 1 0 0 53

⾧崎県 44 7 3 1 9 7 3 2 3 4 5 5 6 0 0 2 5 0 5 111

熊本県 36 8 3 11 14 8 3 4 4 4 5 3 6 2 0 9 0 0 2 122

大分県 26 4 3 3 4 5 2 3 2 1 0 1 3 1 0 0 1 0 2 61

宮崎県 16 4 1 3 2 5 5 2 3 3 3 0 1 0 0 2 0 0 2 52

鹿児島県 42 4 2 2 11 4 6 4 2 1 4 6 5 1 1 5 0 2 5 107

沖縄県 24 5 2 6 5 2 8 5 2 2 3 2 8 3 0 2 2 0 4 85

合計 2,794 548 321 465 826 514 437 334 282 255 252 234 489 118 19 286 193 69 179 8,615

※ カリキュラム制における数を含む

2019/4/15
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2020年度 専攻医採用結果

都道府県 内科 小児科 皮膚科 精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 病理 臨床検査 救急科 形成外科 リハビリテーション科 総合診療 合計

北海道 79 21 6 14 31 22 16 13 11 14 8 10 24 4 0 12 1 3 16 305

青森県 20 4 2 4 8 3 3 1 4 2 2 2 4 2 0 3 0 2 2 68

岩手県 32 6 2 3 7 5 4 0 1 4 0 0 1 0 0 0 3 0 3 71

宮城県 67 11 6 11 21 10 10 6 5 3 5 3 4 1 0 4 2 0 3 172

秋田県 12 1 2 7 5 4 3 2 4 4 1 3 3 2 0 1 0 0 1 55

山形県 17 3 2 5 2 7 4 1 3 4 3 2 0 1 0 2 0 0 1 57

福島県 29 5 2 11 10 1 9 0 0 5 3 3 3 1 0 1 1 0 3 87

茨城県 39 9 8 6 9 8 14 4 4 7 2 5 7 0 0 4 3 2 3 134

栃木県 45 6 2 6 17 5 8 4 1 8 1 2 7 0 0 3 6 0 1 122

群馬県 24 4 1 8 9 7 1 1 2 3 2 4 9 0 1 3 0 1 4 84

埼玉県 113 30 11 27 21 19 12 13 13 7 13 8 21 4 1 6 10 4 10 343

千葉県 150 18 10 28 27 32 13 19 5 10 3 5 21 4 0 17 12 1 6 381

東京都 515 132 63 91 185 124 119 67 54 65 46 44 80 27 6 63 42 20 40 1,783

神奈川県 178 36 17 33 42 38 25 15 11 23 11 13 40 2 1 20 23 6 12 546

新潟県 55 5 5 8 7 7 8 3 3 1 5 2 7 2 0 1 4 0 0 123

富山県 15 3 2 2 8 0 7 1 1 1 1 0 6 0 0 1 0 0 4 52

石川県 40 2 5 9 4 10 5 5 6 6 3 0 8 0 0 2 6 0 2 113

福井県 11 2 4 5 4 2 3 3 4 2 2 4 2 3 2 1 2 0 1 57

山梨県 20 2 2 8 6 4 0 2 0 0 4 2 1 0 0 0 2 0 0 53

⾧野県 47 8 2 4 9 8 3 4 4 4 1 3 3 2 0 5 5 2 10 124

岐阜県 47 4 2 8 14 7 4 2 1 1 3 3 7 4 0 1 0 1 2 111

静岡県 51 16 5 7 16 16 6 6 6 8 4 1 12 3 0 5 5 2 4 173

愛知県 157 29 27 21 48 48 25 17 22 16 16 19 29 5 0 10 12 4 15 520

三重県 31 9 1 1 13 7 11 7 2 6 1 3 4 1 2 1 0 0 2 102

滋賀県 32 6 3 6 3 9 5 4 3 5 1 1 1 1 0 1 0 0 6 87

京都府 79 12 10 8 19 17 17 17 11 13 9 10 12 4 0 8 8 4 2 260

大阪府 203 56 25 45 79 52 39 26 20 18 20 16 32 3 0 22 17 4 6 683

兵庫県 185 35 6 24 28 38 10 14 13 12 15 11 20 4 0 12 13 8 6 454

奈良県 43 9 3 7 5 9 1 5 0 4 3 6 5 1 0 3 1 0 10 115

和歌山県 26 1 1 3 7 9 3 4 8 5 5 3 1 1 0 5 0 6 2 90

鳥取県 18 3 2 3 5 3 2 1 1 4 2 2 2 1 0 1 1 0 2 53

島根県 9 2 1 6 3 1 2 4 0 0 1 3 2 2 0 3 0 2 5 46

岡山県 64 5 12 11 37 21 13 12 4 10 14 4 11 4 0 8 7 1 5 243

広島県 54 5 6 6 13 13 6 7 3 4 3 5 12 0 0 2 2 3 1 145

山口県 19 3 5 4 8 3 2 2 0 2 1 3 3 0 0 2 0 0 2 59

徳島県 16 2 4 3 2 2 5 1 1 3 1 1 0 1 0 4 1 0 1 48

香川県 16 1 1 4 2 2 0 3 1 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 37

愛媛県 25 3 1 6 14 10 2 4 3 3 1 3 5 0 0 0 3 0 2 85

高知県 11 2 3 2 3 3 1 3 2 1 4 2 4 1 0 2 0 0 0 44

福岡県 143 25 13 23 36 42 20 16 13 18 12 13 17 3 0 11 7 3 9 424

佐賀県 13 4 3 8 4 1 1 5 2 2 1 1 2 0 0 1 2 1 2 53

⾧崎県 31 3 2 4 5 5 5 3 2 1 0 4 6 4 0 2 5 0 5 87

熊本県 37 7 4 4 11 8 4 5 3 6 4 5 5 2 0 5 0 1 2 113

大分県 23 2 4 0 5 4 3 2 3 0 1 3 2 0 0 2 2 0 2 58

宮崎県 7 7 2 2 4 4 2 3 1 1 1 4 3 1 0 3 0 0 0 45

鹿児島県 39 1 2 3 5 10 11 5 3 0 7 5 5 0 1 4 1 2 1 105

沖縄県 36 5 2 8 8 11 9 2 2 3 1 0 2 1 0 12 4 0 6 112

合計 2,923 565 304 517 829 671 476 344 266 323 247 247 455 102 14 279 215 83 222 9,082

2020年2月28日
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2021年度 採用状況 2021年3月末日

都道府県 内科 小児科 皮膚科 精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 病理 臨床検査 救急科 形成外科 リハビリテーション

科 総合診療 合計

北海道 91 15 14 13 35 21 15 17 12 7 9 4 21 4 0 6 6 3 10 303

青森県 21 7 2 2 6 6 4 2 3 5 1 0 4 1 0 2 2 1 3 72

岩手県 34 0 4 6 4 4 3 3 0 4 5 0 4 1 0 1 1 0 3 77

宮城県 44 10 2 7 21 11 9 7 6 4 6 3 4 1 0 4 4 1 0 144

秋田県 22 1 2 5 7 4 0 0 1 4 0 2 4 0 0 3 - 0 0 55

山形県 15 3 0 3 7 5 5 0 0 3 2 2 2 2 - 4 - 0 2 55

福島県 31 2 0 12 16 8 1 2 4 5 7 2 5 2 1 1 1 2 4 106

茨城県 53 8 6 8 18 9 6 8 5 2 6 4 8 1 - 3 2 1 3 151

栃木県 37 9 8 7 7 11 6 3 2 4 3 5 1 1 1 12 6 1 6 130

群馬県 26 6 4 12 9 4 2 3 3 5 3 5 10 0 0 8 - 0 5 105

埼玉県 97 21 10 24 28 15 19 19 4 7 5 11 16 4 1 10 10 10 6 317

千葉県 122 16 10 22 29 34 14 15 9 18 11 9 25 3 0 15 15 12 9 388

東京都 527 125 70 92 178 117 126 65 52 68 48 43 62 20 8 55 39 21 32 1,748

神奈川県 215 38 14 45 53 49 24 19 8 16 8 20 36 6 0 26 14 7 9 607

新潟県 39 2 3 6 15 5 6 2 5 3 2 1 2 0 - 6 1 1 0 99

富山県 16 3 2 3 11 2 3 1 0 1 1 0 5 0 0 1 - 0 2 51

石川県 33 6 3 9 16 12 2 6 6 6 2 2 10 1 0 0 3 1 0 118

福井県 9 1 1 7 6 1 3 2 2 2 3 1 2 2 0 2 0 0 1 45

山梨県 13 3 2 8 6 4 2 4 3 3 2 5 2 1 1 2 2 0 3 66

⾧野県 37 9 1 5 11 6 4 3 0 6 2 3 7 1 0 3 0 0 5 103

岐阜県 37 8 4 3 15 7 1 1 5 3 2 7 4 2 0 9 2 0 3 113

静岡県 59 16 5 11 19 12 8 4 2 7 2 7 8 0 0 6 6 3 6 181

愛知県 189 31 19 38 45 33 30 21 6 15 17 21 34 6 0 14 12 6 15 552

三重県 27 5 6 4 10 11 7 2 0 2 3 2 3 2 0 0 - 2 3 89

滋賀県 32 2 5 1 6 9 5 2 1 4 2 3 12 0 - 5 0 0 5 94

京都府 80 7 12 20 30 17 14 17 10 9 14 13 11 4 1 7 9 2 6 283

大阪府 209 48 24 44 82 42 43 25 13 22 22 14 30 5 1 25 16 3 1 669

兵庫県 183 29 8 23 39 23 10 10 6 7 12 11 32 2 2 26 12 8 9 452

奈良県 27 9 3 9 5 11 3 4 1 2 5 4 4 1 0 5 4 0 7 104

和歌山県 34 2 0 4 3 4 2 0 3 3 1 1 3 0 - 1 2 3 1 67

鳥取県 15 1 1 2 3 3 1 3 1 0 2 3 3 2 - 1 2 1 1 45

島根県 20 3 2 2 6 1 3 0 1 2 3 1 2 1 0 5 - 2 7 61

岡山県 60 11 10 7 33 12 13 11 4 11 11 8 11 3 0 5 7 1 3 221

広島県 53 4 8 9 10 9 6 7 6 5 1 5 10 2 1 5 0 1 2 144

山口県 19 2 3 3 3 6 4 1 3 5 0 1 8 1 0 0 0 0 2 61

徳島県 14 3 1 5 3 3 3 1 0 5 0 1 3 2 0 4 3 0 1 52

香川県 25 5 1 3 1 4 1 3 2 1 2 2 0 0 - 1 2 0 0 53

愛媛県 29 6 2 1 10 5 5 3 1 3 1 4 1 0 0 2 1 0 0 74

高知県 19 2 2 1 6 3 1 2 1 4 4 4 7 1 0 2 0 0 1 60

福岡県 150 27 12 25 32 43 28 11 16 12 21 11 20 7 2 12 7 5 10 451

佐賀県 22 4 3 8 3 7 1 2 1 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 59

⾧崎県 39 2 3 3 13 4 3 4 2 4 0 1 3 1 2 1 7 - 3 95

熊本県 40 7 6 4 9 9 6 3 0 3 2 6 6 1 0 4 2 1 2 111

大分県 23 4 2 5 10 2 5 1 0 1 0 1 3 0 0 1 3 0 2 63

宮崎県 12 8 2 5 3 6 4 4 2 1 0 2 2 0 0 1 1 0 3 56

鹿児島県 47 6 1 7 12 7 4 4 1 2 2 5 8 0 0 7 1 3 1 118

沖縄県 31 9 0 8 10 2 10 2 4 6 0 7 5 1 0 7 4 0 9 115

合計 2,977 546 303 551 904 623 475 329 217 312 255 268 463 95 21 325 209 104 206 9,183

※「-」は、都道府県に該当領域の研修プログラムが存在いたしません。
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2022年度 採用状況 2022೧3݆຦ೖ

都道府県 内科 小児科 皮膚科 精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 病理 臨床検査 救急科 形成外科 リハビリテーション科 総合診療 合計

北海道 88 25 13 21 31 18 14 14 17 12 8 10 22 7 0 14 8 5 15 342
青森県 21 4 4 1 5 8 2 4 0 4 1 4 5 0 1 2 2 1 2 71
岩手県 16 5 5 4 9 10 3 1 3 6 2 1 3 1 0 1 3 1 0 74
宮城県 67 9 7 10 22 12 13 3 3 3 5 6 8 2 0 2 6 0 3 181
秋田県 16 1 2 3 2 2 4 3 3 4 2 0 2 3 0 0 0 0 0 47
山形県 18 1 1 4 6 3 4 2 3 0 2 4 2 2 0 0 2 0 0 54
福島県 25 7 1 8 9 1 2 1 5 0 2 2 10 0 0 3 3 0 7 86
茨城県 47 10 5 7 12 5 5 8 2 3 2 0 6 1 0 8 3 7 7 138
栃木県 51 9 3 10 12 8 6 7 2 7 1 5 3 1 1 5 9 2 5 147
群馬県 30 5 9 9 5 4 8 2 3 4 4 4 3 2 2 3 0 2 4 103
埼玉県 111 29 11 26 29 20 16 14 7 9 15 9 33 3 2 18 10 9 10 381
千葉県 98 22 7 25 31 42 12 20 12 17 7 17 25 4 0 18 15 14 9 395
東京都 509 121 70 90 162 115 147 70 55 56 41 43 75 19 7 72 40 26 31 1�749

神奈川県 196 38 15 45 42 39 34 19 11 19 13 28 44 3 2 43 28 6 14 639
新潟県 37 7 1 6 14 7 8 2 3 0 6 1 4 1 0 5 6 1 0 109
富山県 15 3 1 8 4 0 3 2 1 1 1 0 2 0 0 1 2 2 4 50
石川県 45 4 7 10 11 11 6 7 3 5 3 5 7 0 0 4 1 1 1 131
福井県 10 2 2 5 4 3 3 1 1 1 0 1 2 0 0 2 3 2 2 44
山梨県 11 4 1 4 7 3 1 1 3 5 2 3 4 2 0 4 1 0 2 58
⾧野県 38 11 5 12 9 8 3 3 2 1 2 2 6 2 0 2 7 2 6 121
岐阜県 42 5 0 4 11 2 5 3 5 6 5 4 4 3 0 3 0 0 3 105
静岡県 62 9 8 13 20 13 5 5 3 5 1 4 6 1 0 4 6 3 3 171
愛知県 158 29 33 37 45 51 34 23 15 15 9 25 30 4 1 14 10 13 25 571
三重県 29 2 2 1 13 6 5 4 4 6 3 4 5 4 0 1 0 2 0 91
滋賀県 40 3 4 5 8 16 1 4 3 1 3 3 14 1 0 0 0 2 5 113
京都府 83 10 10 18 22 19 22 16 8 15 5 13 11 8 2 9 9 7 8 295
大阪府 212 42 28 47 70 42 43 26 18 22 28 14 31 2 0 31 16 7 5 684
兵庫県 185 34 13 22 29 41 23 12 6 14 8 21 27 3 0 9 13 12 6 478
奈良県 34 3 7 11 7 9 3 3 5 2 3 5 6 1 0 6 1 3 13 122

和歌山県 30 5 8 4 7 5 1 1 1 4 5 3 4 2 0 4 2 1 2 89
鳥取県 12 3 0 4 9 2 0 2 1 4 2 2 2 0 0 2 2 0 1 48
島根県 9 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 5 28
岡山県 69 10 5 11 44 17 5 8 6 11 6 9 14 3 0 10 11 0 5 244
広島県 59 5 2 6 12 9 5 5 6 5 6 5 3 4 0 10 1 4 8 155
山口県 11 2 2 1 5 4 3 4 1 6 4 2 2 2 0 0 0 0 6 55
徳島県 16 2 1 3 4 1 3 1 0 1 1 1 3 0 0 2 2 0 0 41
香川県 24 3 2 1 1 1 4 3 0 0 0 3 0 1 0 3 2 0 0 48
愛媛県 21 6 0 3 4 5 3 4 3 3 2 6 4 1 1 3 1 1 1 72
高知県 17 3 3 7 3 4 3 1 1 3 1 2 3 0 0 6 0 0 1 58
福岡県 150 26 11 27 61 43 28 12 15 8 15 15 20 4 1 16 7 2 9 470
佐賀県 27 3 0 8 3 1 1 3 0 0 2 0 3 1 1 3 3 1 1 61
⾧崎県 36 7 2 6 11 6 5 4 2 4 1 2 7 0 0 2 3 0 4 102
熊本県 30 1 7 7 7 4 3 2 3 5 1 5 1 0 0 5 4 1 3 89
大分県 27 4 1 3 7 5 4 2 4 0 1 2 10 0 0 2 4 0 4 80
宮崎県 16 3 4 0 1 4 3 3 0 4 1 0 5 0 1 5 0 0 4 54

鹿児島県 42 4 0 6 9 4 5 4 2 3 5 2 6 0 0 7 1 2 0 102
沖縄県 25 9 3 6 6 10 4 4 4 6 0 1 6 0 0 5 6 1 6 102

合計 2�915 551 326 571 846 644 517 343 256 310 237 299 494 99 22 370 253 145 250 9�448
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2023年度 採用状況
2023年3月末日

都道府県 内科 小児科 皮膚科 精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 病理 臨床検査 救急科 形成外科 リハビリテーション科 総合診療 合計
北海道 70 15 11 15 23 27 19 9 12 9 8 11 16 9 3 13 10 4 12 296
青森県 23 3 1 3 6 6 1 6 1 1 0 2 3 0 0 3 2 0 6 67
岩手県 33 3 5 5 6 5 3 1 1 6 2 0 4 0 0 0 1 0 5 80
宮城県 64 8 2 8 13 9 9 9 2 5 5 9 14 1 0 4 3 3 2 170
秋田県 14 2 2 2 4 4 4 1 1 2 4 1 3 2 1 3 - 0 2 52
山形県 20 2 0 3 3 5 4 1 2 0 4 3 2 0 - 2 3 0 0 54
福島県 24 3 2 8 9 6 2 3 1 3 1 4 6 0 0 3 1 0 3 79
茨城県 55 6 5 9 15 12 7 4 0 7 2 6 2 3 - 4 3 5 9 154
栃木県 45 12 5 15 10 9 7 2 1 7 3 3 5 2 3 6 7 0 7 149
群馬県 25 9 3 11 9 2 5 2 2 7 4 5 1 1 2 8 3 1 2 102
埼玉県 95 33 11 28 34 21 18 5 7 7 9 23 29 1 1 17 11 8 8 366
千葉県 127 19 8 21 29 33 9 18 5 17 11 26 24 4 0 19 12 3 12 397
東京都 537 125 70 100 176 113 143 68 55 72 43 48 75 18 6 76 42 24 41 1,832
神奈川県 216 33 16 44 68 31 29 24 7 15 9 31 46 7 1 47 19 6 16 665
新潟県 28 6 2 2 10 9 6 2 5 2 2 0 4 1 - 5 3 2 1 90
富山県 16 4 1 4 5 3 0 2 1 2 0 3 0 0 0 3 3 0 3 50
石川県 32 2 6 7 13 7 4 2 3 1 4 6 3 2 0 2 3 0 0 97
福井県 21 3 2 6 3 2 4 2 1 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 53
山梨県 21 2 2 3 4 7 2 3 4 5 0 2 0 1 0 1 1 0 0 58
長野県 35 8 2 7 6 5 7 1 3 4 3 1 5 0 2 7 2 2 11 111
岐阜県 34 7 5 3 9 5 5 6 2 3 0 2 2 1 1 3 0 0 4 92
静岡県 45 12 4 11 11 12 6 2 2 8 2 7 7 4 1 6 5 7 2 154
愛知県 168 33 39 28 40 52 37 24 15 28 15 22 37 3 1 12 15 11 32 612
三重県 38 2 3 1 13 5 4 6 2 2 2 3 3 0 0 3 - 1 1 89
滋賀県 43 2 4 4 6 7 4 5 0 3 0 3 3 1 - 1 2 1 7 96
京都府 76 10 11 13 23 18 11 14 8 13 3 15 11 4 3 14 9 5 11 272
大阪府 215 49 41 47 70 44 30 25 15 22 16 15 23 6 3 29 15 8 3 676
兵庫県 182 33 14 19 42 40 18 12 5 15 11 13 24 6 2 20 12 12 10 490
奈良県 43 6 6 13 5 6 2 2 0 6 3 5 1 1 0 4 2 1 10 116
和歌山県 24 3 5 4 6 5 4 0 3 3 1 3 6 1 - 4 3 2 2 79
鳥取県 11 3 2 10 1 2 3 1 1 2 0 1 3 0 - 1 1 0 1 43
島根県 7 0 2 4 2 3 1 2 0 4 1 2 4 0 0 3 - 0 5 40
岡山県 50 12 6 9 28 23 8 5 5 8 5 9 19 1 0 12 10 5 6 221
広島県 45 5 4 6 12 15 7 4 2 10 5 6 13 2 0 8 3 8 6 161
山口県 10 4 5 1 5 7 4 1 4 1 3 4 2 0 0 2 - 1 4 58
徳島県 9 0 2 2 3 1 2 0 2 0 2 0 5 2 0 5 2 0 1 38
香川県 13 2 1 6 1 3 3 0 0 0 1 2 4 0 - 0 3 0 1 40
愛媛県 11 6 0 4 3 5 6 2 2 2 1 7 5 0 0 1 0 1 1 57
高知県 14 3 3 5 8 5 1 2 0 0 1 3 2 1 - 6 0 1 0 55
福岡県 146 12 10 25 47 41 20 14 8 12 18 16 20 4 1 13 7 6 14 434
佐賀県 13 2 4 10 5 2 2 0 1 0 0 3 6 0 0 0 1 0 1 50
長崎県 32 5 4 4 9 3 4 3 5 4 3 1 4 0 3 2 2 1 1 90
熊本県 30 2 6 12 10 1 6 5 3 6 3 6 3 1 0 8 3 3 3 111
大分県 23 4 3 5 5 9 0 1 1 2 0 3 6 1 1 4 5 0 1 74
宮崎県 23 3 2 3 6 3 4 3 0 3 1 3 1 1 0 2 1 2 3 64
鹿児島県 25 4 5 5 14 7 1 5 1 4 3 1 2 0 0 8 1 2 4 92
沖縄県 24 4 1 7 5 11 5 1 2 3 1 2 8 1 0 12 3 0 9 99
合計 2,855 526 348 562 835 651 481 310 203 338 217 341 466 93 36 408 234 136 285 9,325

※「-」は、都道府県に該当領域の研修プログラムが存在いたしません。
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2024年度 採用状況

2024年3月28日現在
都道府県 内科 ⼩児科 ⽪膚科 精神科 外科 整形外科 産婦⼈科 眼科 ⽿⿐咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 ⿇酔科 病理 臨床検査 救急科 形成外科 リハビリテーション科 総合診療 合計
北海道 74 15 14 10 27 23 20 10 6 14 10 10 18 3 2 14 5 3 20 298
⻘森県 15 5 4 3 9 4 2 3 2 8 2 5 2 1 0 5 0 2 7 79
岩⼿県 20 2 2 3 5 5 2 0 2 2 1 1 2 0 0 1 4 0 2 54
宮城県 58 5 4 6 23 12 12 8 7 9 4 11 10 1 1 11 1 3 6 192
秋⽥県 24 2 1 3 2 4 0 1 2 4 0 1 3 0 0 0 - 0 1 48
⼭形県 16 1 0 5 10 5 4 3 0 3 1 1 3 0 - 3 2 0 3 60
福島県 24 5 1 13 8 11 4 3 4 5 5 2 5 1 0 7 1 0 5 104
茨城県 50 11 4 8 14 12 8 3 3 6 3 4 7 2 - 4 5 2 8 154
栃⽊県 38 10 3 13 6 3 7 2 3 6 3 5 2 1 0 9 6 2 5 124
群⾺県 23 10 2 12 8 8 4 2 1 2 2 7 5 1 0 7 2 0 3 99
埼⽟県 111 26 7 32 22 32 21 11 6 10 9 12 27 3 0 15 14 11 9 378
千葉県 109 19 9 20 25 49 13 17 7 18 7 18 18 3 0 37 12 12 17 410
東京都 523 110 73 99 164 119 134 68 48 70 41 50 78 22 4 85 41 23 39 1,791
神奈川県 200 34 13 50 39 52 24 20 13 20 17 21 52 3 1 44 25 10 14 652
新潟県 27 8 1 6 8 11 4 5 5 0 2 5 5 0 - 6 2 2 4 101
富⼭県 18 2 2 2 4 2 0 0 1 2 0 1 3 0 0 4 4 0 0 45
⽯川県 33 1 6 8 7 8 2 2 0 2 3 3 5 2 0 2 1 0 1 86
福井県 14 4 2 4 5 0 2 1 0 4 1 2 2 0 1 2 2 2 3 51
⼭梨県 16 5 1 7 4 4 2 4 0 3 0 2 2 1 0 2 1 1 3 58
⻑野県 23 4 4 8 10 9 6 2 3 4 0 3 5 0 4 4 2 2 7 100
岐⾩県 43 8 3 4 11 9 5 3 3 1 2 3 7 2 0 5 2 0 4 115
静岡県 62 11 5 8 22 17 7 7 5 4 1 12 9 5 0 8 6 9 6 204
愛知県 172 27 16 31 45 64 24 27 16 14 25 27 27 6 0 17 10 13 24 585
三重県 27 6 1 4 9 3 4 4 1 5 2 7 7 0 1 2 1 1 3 88
滋賀県 38 6 4 6 9 5 3 6 2 5 0 3 12 1 - 11 0 0 4 115
京都府 78 8 10 14 19 18 15 18 6 13 8 14 11 2 0 7 9 5 7 262
⼤阪府 211 49 34 52 88 43 53 26 7 22 22 15 31 5 0 38 17 8 12 733
兵庫県 187 29 13 22 25 48 15 11 11 12 12 23 38 4 0 19 12 10 8 499
奈良県 41 7 3 9 5 14 11 6 0 5 0 9 2 0 0 3 3 1 7 126
和歌⼭県 26 5 4 11 8 1 3 3 4 4 0 3 4 1 0 2 2 0 2 83
⿃取県 14 3 2 3 6 4 1 2 3 1 2 0 2 2 - 3 2 0 0 50
島根県 22 4 3 2 1 0 1 2 0 3 0 3 1 0 0 4 2 0 9 57
岡⼭県 58 9 0 11 29 15 5 7 10 9 5 9 10 5 1 11 3 5 5 207
広島県 51 7 6 6 11 12 6 7 5 6 1 5 8 0 1 7 4 10 6 159
⼭⼝県 14 5 0 4 8 5 3 2 2 4 1 4 2 0 0 4 0 1 3 62
徳島県 15 2 1 3 3 6 0 0 0 1 3 4 1 1 - 3 1 0 0 44
⾹川県 15 4 2 5 2 1 3 4 0 1 3 2 3 0 - 0 1 1 0 47
愛媛県 22 6 6 2 5 3 1 3 3 2 0 4 4 0 1 1 0 0 1 64
⾼知県 11 3 4 3 2 6 0 2 1 2 5 2 3 0 - 3 0 1 1 49
福岡県 153 28 14 25 43 43 34 11 6 15 11 16 20 4 0 27 7 4 14 475
佐賀県 19 0 1 9 0 4 2 1 2 0 1 2 3 2 0 1 0 0 1 48
⻑崎県 34 3 2 4 11 4 3 2 1 5 0 0 5 2 0 3 2 1 3 85
熊本県 34 6 2 5 14 8 6 4 0 3 0 3 2 0 0 7 4 2 1 101
⼤分県 28 0 5 4 7 3 0 1 2 3 1 3 4 1 0 4 2 0 1 69
宮崎県 14 4 1 3 4 6 1 0 0 4 0 0 3 0 1 3 0 1 1 46
⿅児島県 26 5 2 1 8 9 3 5 2 6 3 1 5 0 0 4 2 2 0 84
沖縄県 19 8 0 7 12 15 2 2 1 1 0 5 8 3 0 13 4 3 10 113
合計 2,850 532 297 570 807 739 482 331 206 343 219 343 486 90 18 472 226 153 290 9,454

※「-」は、都道府県に該当領域の研修プログラムが存在いたしません。
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資料３ 
医師臨床研修 広域連携型プログラムについて 

 

１ 広域連携型プログラムについて（令和８年度以降運用開始） 

  臨床研修医の採用率が高い医師多数県（※１）の基幹型臨床研修病院に採用された研修医のうち一定の

割合（※２）の者が、医師多数県における研修を中心としつつ、医師少数県等（※３）の臨床研修病院におい

ても一定期間研修するプログラム。 

 

※１ 医師多数県（連携元区域）  

医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県 

東京都、大阪府、京都府、岡山県、福岡県 

 

※２ 募集定員上限の５％以上  

本県は２１名以上（うち、８名は京築保健医療圏にある臨床研修病院を連携先とすることが可能） 

 

 ※３ 医師少数県等（連携先区域） 

① 医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県 

② 医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域 

③ 連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（福岡県：京築保健医療圏） 

 

プログラムの実施時期は原則として臨床研修の２年目とし、実施期間は２４週又はそれ以上とする。 

 

２ 本県の対応（案） 

連携元病院の選定 

令和６年９月６日までに連携元病院リストを国に提出する予定 

連携元病院の案は別紙のとおり 

 

連携元病院の考え方（厚生労働省） 

〇医師多数県の連携元病院が通常のプログラムと広域連携型プログラムの双方を安定的に実施できる

研修体制を有しつつ（目安として臨床医募集定員が２０名程度又はそれ以上）、研修医は、大学病院

等の連携元病院で専門分化した医療を学びながら医師少数県等の連携先病院で地域における研修の

機会を持つような場合、本プログラムの趣旨を踏まえると実施する意義が大きく、このような場合に

該当する病院が本プログラムを積極的に実施する必要がある。 

〇上記に限らず、本プログラムの実施を希望する連携元病院があれば、実施する上での指導体制等が充

実していることを確認しつつ連携元病院となることを妨げない。 

 

３ 参考資料 

(1) 第１回医道審議会医師分科会医師臨床研修部会（R6.6.26 資料） P1 

(2) 第２回医道審議会医師分科会医師臨床研修部会（R6.7.24 資料）  P14 

(3) 厚生労働省「広域連携型プログラムに関する説明会」（R6.7.31 資料） P17 
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（別紙）

臨床研修広域連携型プログラムの福岡県における連携元病院リストについて

＜国の考え＞

対象人数は、募集定員上限の５％以上。福岡県は２１名以上

連携先病院が医師多数県の医師少数区域（京築医療圏）に所在する病院である場合は、
募集定員上限の５％のうち２％を限度とし、福岡県は８名を限度

＜県のリスト案＞

◆臨床研修基幹病院のうち、連携元となることを希望した病院

その他 小児/産科
1 福岡赤十字病院 13 1
2 産業医科大学病院 14 1

計 27 0 2

◆残りの19人を定員20名以上の４病院で按分

その他 小児/産科
3 国立病院機構 九州医療センター 25 4 3
4 福岡大学病院 36 4 5
5 九州大学病院 55 4 7
6 久留米大学病院 34 4 4

計 150 16 19

連携元病院は、通常プログラムと広域連携型プログラムの双方を安定的に実施できる研修体
制を有している（目安として研修医募集定員が２０名程度又はそれ以上）

上記に限らず、本プログラムの実施を希望する連携元病院があれば、実施する上での指導体
制等が充実していることを確認しつつ連携元病院となることを妨げない。

№ 病院名
令和7年度募集定員

対象者数

№ 病院名
令和7年度募集定員

対象者数
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広域連携型プログラムについて

第１回医道審議会医師分科会
医師臨床研修部会 資料１
令和６年６月26日

【参考資料１】

医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書 ～医師臨床研修制度の見直しについて～
（令和６年３月２５日 抜粋）

1

（③地域における研修機会の充実について）
○医師少数県等12県の知事で構成される「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」は、臨床研修について、「地
域の医療機関で研修する期間を、例えば半年程度確保できる制度に見直す」よう提言している。

○医師多数県に所在する基幹型病院に採用された研修医が、医師多数県における研修を中心としつつ、医師少数県に所
在する臨床研修病院においても一定の期間研修することは、双方の特性・魅力を生かした良質な研修を受けられる、
キャリアの選択肢が広がる、自身の適性に気づく契機となる、といったメリットが考えられる。

○このため、研修医本人が希望することを前提として、このような研修が受けられる機会を創設することとし、令和８
(2026)年度以降は、医師多数県の募集定員上限のうち一定割合については、医師少数県等に所在する臨床研修病院に
おいて24週程度の研修を行う研修プログラムの募集定員に充てるものとする。

○具体的には、医師多数県のうち募集定員上限に占める採用人数の割合（以下「採用率」という。）が全国平均以上の
都道府県は、当該都道府県の募集定員上限の５％程度及び激変緩和措置による加算分の一部を、医師の確保が困難な
地域、例えば、医師中程度県（医師多数県及び医師少数県以外の都道府県をいう。）のうち採用率が全国平均以下の
都道府県の医師少数区域や、医師少数県のうち採用率が全国平均以下の都道府県に所在する協力型臨床研修病院（以
下「協力型病院」という。）において24週程度の研修を行う研修プログラム（以下「広域連携型プログラム」とい
う。）の募集定員に充てるものとする。

○広域連携型プログラムにおいて研修医を派遣する基幹型病院は、協力型病院との調整など研修プログラムの設定・運
用等に係る負担が増すと考えられる。 このため、厚生労働省は、広域連携型プログラムに取り組む基幹型病院に対し
て、適切に支援することが必要である。具体的には、医師臨床研修費補助事業による支援や、協力型病院の候補とな
る病院の情報提供が必要である。

○また、研修医の派遣を受ける都道府県及び協力型病院においても、基幹型病院と協力し、研修医の受入に向けて必要
な取組を実施することが求められる。

○なお、基幹型病院において広域連携型プログラムの研修医を募集する際は、研修医マッチングに先立って、プログラ
ムの特徴等に関して丁寧に情報提供することが必要である

○広域連携型プログラムの詳細については、本部会において、関係の都道府県の意見も踏まえつつ、引き続き検討する
こととする。 1



2

広域連携型プログラムの概要案①

参考➀：大学病院で臨床研修を行った研修医が、病院（プログラム）を選んだ理由として、いわゆる「たすきがけプログラム」が
上位に挙がる

参考➁：臨床研修医の中でも長期の地域での研修を希望する者が一定数存在する

臨床研修修了者（令和３年度修了）アンケートにおいて、地域医療研修の期間が「短かった」と回答した者：約15％

令和２年３月修了者 令和３年３月修了者 令和４年３月修了者

第１位 出身大学である（37.9％） 臨床研修のプログラムが充実（36.2％） 臨床研修のプログラムが充実（35.7%）

第２位 臨床研修のプログラムが充実（34.4％） 出身大学である（35.2％） 出身大学である（32.5%）

第３位 「たすきがけプログラム」があったから
（27.7％）

「たすきがけプログラム」があったから
（29.1％）

「たすきがけプログラム」があったから
（26.0%）

臨床研修を行った病院（プログラム）を選んだ理由（臨床研修修了者アンケート 研修先：大学病院）

医師多数県の基幹型病院（連携元病院）に採用された研修医が、医師多数県における研修を中心としつつ、
医師少数県等の臨床研修病院（連携先病院）においても一定期間研修するプログラム

以上に加え、本プログラムを通じて地域における医療へのキャリアの選択肢が広がるなど、
医師偏在対策に資する

地域における研修機会の充実に
ー医師少数区域など地域の医療現場を経験できる機会を充実

複数の医療現場の魅力・特性を生かした充実した研修が可能に
ー異なる医療現場を経験できる、地域における医療現場を経験できるなど

研修医のキャリアの選択肢に
ー異なる環境で医療に従事する中で、研修医の将来のキャリア検討の選択肢や自分の特性に気づく契機になる

全国の臨床研修ネットワークの形成に
ー異なる地域の臨床研修に関するネットワークが形成され知見の共有等につながる

広域連携型プログラムの概要案②

3

１．対象区域

・連携元区域：医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県（但し、地理的事情などの
特殊事情を有する沖縄県は除く。）（以下「医師多数県」という）

・連携先区域：医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県
医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域
連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（対象人数の一部）
（以下「医師少数県等」という）

※対象区域は令和５年度の医師偏在指標等を用いて決定する。また、プログラムの継続実施の観点から当面の間は本プログラムの対象
区域を固定するが、今後のプログラムの実施状況や指標の更新状況等を踏まえつつ対象区域の変更も並行して検討する。
※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。

２．対象病院
・連携元病院：医師多数県の基幹型病院
・連携先病院：医師少数県等の基幹型病院、協力型病院等

３．対象人数
・医師多数県の募集定員上限の５％以上

※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％を限度
とする。

※激変緩和措置適用都道府県はこれに激変緩和措置により加算された定員数の１／２を加えた数。但し、連携先病院の確保の観点から当
初の間は本規定は適用しない。

※令和８年度の募集定員上限は、令和８年度の募集定員上限の５％を基本としつつ、令和８年度募集定員上限が令和７年度募集定員上限
を上回る場合は、令和７年度募集定員上限の５％とすることも可とする。
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広域連携型プログラムの概要案③

4

４．時期・期間
・プログラムの実施時期は原則として臨床研修の２年目とする。
・プログラムの実施期間は24週又はそれ以上とする。

５．費用負担
・プログラムの作成・実施に係る費用に関する国による支援を検討。

○ 広域連携型プログラムを設定・運用するにあたり、例えば、以下のような費用負担が考えられる。
・広域連携型プログラムの責任者となるプログラム責任者に係る負担（連携元）
・研修医の移動に伴う旅費に係る負担（主に連携先）
・研修医の滞在に係る負担（主に連携先）

○これらに係る負担については、医師臨床研修費補助金において支援することを検討。

連携病院間のマッチングの流れ（案）

5

厚生労働省 医師多数県
連携元病院

医師少数県等
連携先病院

連
携
先
病
院
の
選
定
・

情
報
提
供

連
携
元
病
院
の
選
定
・

情
報
提
供

マ
ッ
チ
ン
グ

調
整

連携先病院のリスト・
情報の提供を依頼

連携元病院の選定を依頼

連携先病院リスト・情報を提供

連携先病院リスト・
情報を提供

連携元病院リストの提供

連携元病院リストの提供

連携先病院への
連絡

連携元病院への
連絡

両病院での調整

※病院間の連絡調整の前に医師多数県や医師少数県等で連絡調整を行うことも考えられる。
※上記流れに限らず、連携元病院が独自にリストにない連携先病院と連携することも可能。但し、当該連携先病院は、連携の
状況を医師少数県等に連絡することとする。
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連携元病院、連携先病院について

6

１．連携元病院の考え方

〇医師多数県の連携元病院が通常のプログラムと広域連携型プログラムの双方を安定的に実施
できる研修体制を有しつつ（目安として研修医募集定員が２０名程度又はそれ以上） 、研修
医は、大学病院等の連携元病院で専門分化した医療を学びながら医師少数県等の連携先病院で
地域における研修の機会を持つような場合、本プログラムの趣旨を踏まえると実施する意義が
大きく、このような場合に該当する病院が本プログラムを積極的に実施する必要がある。

〇上記に限らず、本プログラムの実施を希望する連携元病院があれば、実施する上での指導体
制等が充実していることを確認しつつ連携元病院となることを妨げない。

２．連携先病院のリストアップについて

〇医師少数県等は、受入れ可能な連携先病院をリストアップするとともに、連携元病院との
マッチングに資するよう、連携先病院に関する情報等を収集する（具体的な情報は次ページ）。

〇厚生労働省は、医師少数県等に対し、一定数以上の受入れ可能連携先病院をリストアップす
るよう依頼する。

7

（全体）
・連携先病院の強みや特色がわかる情報（わかりやすさの観点から別途説明資料（紙媒体や動画媒体）を用意すること
を推奨）

（研修面）
・病院の概要、病床数
・受入れ可能人数、受入れ可能時期
・研修に対応できる診療科、指導ガイドラインで定める症候・疾病・疾患等のうち経験できるもの
・指導医の数
・通常の研修の内容・スケジュール（研修医の受け持ち患者数、カンファレンス・外来等の情報も適宜提供）
・省令施行通知で定める必須・推奨研修の実施状況（感染対策、予防医療、虐待、社会復帰支援、緩和ケア、ACP、

CPC等）
・研修医へのフィードバックの頻度、内容
・研修医室等の概要（上級医と同室か別室か、文献検索システム・シミュレーター等の有無等を適宜記入）
・当直の体制（当直回数、医師の配置状況、上級医との連携体制、救急外来の患者・救急車件数、入院件数等）
・たすきがけプログラム等による他病院との連携実績（研修医の送り出し・受入れ人数等）
・妊娠・出産・育児等に関する事項（健康・安全管理、研修遂行の管理、指導医の役割、病院の環境整備）
・研修医の勤怠管理、メンタルヘルスなどへの対応
・給与、保険、福利厚生等（医師賠償責任保険、労災保険、雇用保険、厚生年金保険等）
・JCEPによる第三者評価の受審状況

（生活面）
・宿舎（寮）の有無
・住居、交通費への支援の有無

（都道府県における取組）
・各都道府県における臨床研修医採用促進に向けた取組や、都道府県内の臨床研修に係る偏在対策に資する取組
（都道府県内における医師少数区域病院とのたすきがけプログラムなど）

医師少数県等の連携先病院に関する情報項目等（案）

4



今後のスケジュール（案）

8

厚生労働省 医師多数県・連携元病院 医師少数県等・連携先病院

令和６年
７月

・都道府県向け説明会

・連携元病院を選定
・連携元病院を厚労省に報告

・連携先病院のリストアップ
・連携先病院の情報を厚労省に提出

８月
・医師多数県宛てに連携先病院リス
ト・情報を提供

・医師少数県等宛てに連携元病院リス
トを提供９月

10月

11月

12月
・令和８年度都道府県募集定員上限の
決定（広域連携型プログラム含む）令和７年

１月

２月

３月

４月
・都道府県が連携元病院に募集定員を通知
・連携元病院が都道府県にプログラムを
届出（広域連携型プログラム含む）

9月～ マッチングの実施、２次募集等の実施

令和８年
４月

令和８年度臨床研修を開始

9

参 考 資 料

5



募集定員上限に占める採用人数の割合と医師偏在指標

【出典】医師偏在指標は令和６年1月時点

10

広域連携型プログラムの対象区域

１．連携元区域（医師多数県）

医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県（但し、地理的事情などの
特殊事情を有する沖縄県は除く。）

２．連携先区域（医師少数県等）

➀医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県

➁医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域

➂連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（対象人数の一部）

東京都、大阪府、京都府、岡山県、福岡県

青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、新潟県、長野県、岐阜県、三重県、山口県、
宮崎県

北海道、宮城県、福井県、島根県、大分県、鹿児島県の医師少数区域

東京都、京都府、岡山県、福岡県の医師少数区域

※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。
※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％を限度とする。

11

※医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の中で富山県、山梨県、広島県、愛媛県は医師少数区域がない。

※連携元区域に該当する医師多数県のうち、大阪府には医師少数区域がない。

6



）と臨床研修全体の満足度

臨床研修の成果と研修実施場所との関係について①

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（抜粋）

５ 臨床研修病院の指定の基準
（１）基幹型臨床研修病院の指定の基準
チ 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。
(ｱ) 「緊密な連携体制」とは、医師の往来、医療機器の共同利用等、診療及び臨床研修に
ついて機能的な連携が具体的に行われている状態をいうものであること。

(ｲ) 地域医療のシステム化を図り、臨床研修病院群における緊密な連携を保つため、臨床
研修病院群を構成する臨床研修病院及び臨床研修協力施設（病院又は診療所に限
る。）は、原則、同一の二次医療圏内又は同一の都道府県内にあることを基本とし、
それらの地域を越える場合は、以下のような正当な理由があること。
① へき地・離島等を含めた医師不足地域における地域医療研修であること。
② 生活圏を同じくする県境を越えた隣接する二次医療圏における協力型臨床研修病院
及び臨床研修協力施設との連携であること。

③ その他、基幹型臨床研修病院と連携し、十分な指導体制の下で様々なバリエーショ
ンの経験及び能力形成が可能であり、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾
病に適切に対応できるような基本的な診療能力を身に付けることのできる良質な研修
が見込まれる場合であること。

12

【出典】令和４年臨床研修修了者アンケート ※医師少数県、医師中程度県及び医師多数県の区別は医師偏在指標（厚生労働省：令和６年１月時点）による ※赤枠は満足度の平均値が最大の区分

医師少数県
（n＝1703）
平均 4.10

医師多数県
（ｎ＝2684）
平均 4.00

医師中程度県
（n＝2331）
平均 4.03

全体
（ｎ＝6718）
平均 4.04

34.7%

31.9%

32.0%

32.6%

44.9%

43.4%

42.2%

43.3%

17.4%

21.3%

21.2%

20.3%

1.9%

2.7%

3.5%

2.8%

1.0%

0.7%

1.2%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5大変満足している 4 3 2 1満足していない

）と臨床研修全体の満足度

臨床研修の成果と研修実施場所との関係について①

臨床研修を行った都道府県（基幹型病院が所在する都道府県）と臨床研修全体の満足度

13
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【出典】令和４年臨床研修修了者アンケート

臨床研修の成果と研修実施場所との関係について①

総合的な診療能力を身に付けるために重要だと思うこと（複数回答可）

14

臨床研修修了者に対するアンケートにおいて「総合的な診療能力を身につけるために重要だと思うこと」という質問に対し、

「地域医療研修の期間の延長」と回答した者が9.5％、「医療資源の乏しい地域での診療経験」と回答した者が14.2％。

臨床研修医の募集定員について

臨床研修の必修化後、研修医の募集定員が研修希望者の1.3倍を超える規模まで拡大し、研修医が都市部に集中する傾向が続いた。このため、平成22
年度研修から各都道府県の募集定員上限を設定し、研修医の偏在是正を図っている

研修医の募集定員数、研修希望者数、募集定員倍率（募集定員数÷研修希望者数）の推移

・研修医の募集定員は、全国の定数管理や地域別の偏在調整が行われず募集定員倍率（研修希望者数に対する募集定員数の比率）が
1.3倍を超える規模まで拡大

平成22年度～

平成16年度

・平成22年度から臨床研修を開始する研修医について、厚生労働省が各都道府県の募集定員上限を設定

平成27年度～ ・募集定員倍率を令和2年度に向けて約1.10倍まで縮小する

11,030
11,27611,37011,461

11,722
11,448

10,699
10,90010,75510,73910,703

11,22211,27211,39011,244
11,49211,325

11,227

11,14411,066

8,443
8,720

8,8028,759 8,702 8,572 8,597 8,7298,655 8,679 8,717

9,206

9,637
9,826

10,19510,29710,28810,085
10,25110,423

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

研修希望者数

募集定員数

人

1.10倍 1.09倍
1.35倍

1.25倍 1.22倍

1.06倍

臨床研修制度等に関する意見のとりまとめ（平成21年２月18日 臨床研修制度のあり方等に関する検討会）
（２）募集定員や受入病院のあり方の見直し
○研修希望者に見合った募集定員の総枠を設定するとともに、研修医の地域的な適正配置を誘導するため、人口分布
を始め医師養成規模・地理的条件等を考慮した都道府県別の募集定員の上限を設定する。

令和３年度～ ・募集定員倍率を令和７年度に約1.05倍まで縮小する

・令和３年度から臨床研修を開始する研修医について、各都道府県が、厚生労働省が設定した各都道府県の募集定員上限の範囲内で、
当該都道府県内の病院の募集定員を設定

1.24倍

1.31倍
1.25倍

15
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都道府県知事による臨床研修病院ごとの研修医の定員の決定

○医師法（昭和23年法律第201号）

第十六条の三 厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医（臨床研修病院（前条第一項に規定する都道府県知事の指定す

る病院をいう。第三項及び次条第一項において同じ。）において臨床研修を受ける医師をいう。以下この条及び第十六条の八

において同じ。）の定員を定めるものとする。

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければ

ならない。

３ 都道府県知事は、第一項の規定により厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、毎年度、当該都道府

県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めるものとする。

４ 都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二第一項に規定する医師の確保

を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければならない。

５ 都道府県知事は、第三項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、その内容について厚生労働大臣

に通知しなければならない。

６ 都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければな

らない。

７ 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定により研修医の定員を定める

に当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。

16

研修医の採用人数の割合の推移〈６都府県とその他の道県〉

大都市部のある６都府県（東京・神奈川・愛知・京都・大阪・福岡）の採用人数の割合は、臨床研修の必修化前の51.3％（平成15年度）から39.9％
（令和５年度）まで減少している

H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24' H25' H26' H27' H28' H29' H30' R1' R2' R3' R4' R5'

６都府県 51.3%47.8%48.9%48.8%48.1%47.7%48.6%47.8%47.5%46.7%45.5%44.4%43.6%42.6%41.8%41.7%41.7%41.3%40.8%40.7%39.9%

その他の道県 48.7%52.2%51.1%51.2%51.9%52.3%51.4%52.2%52.5%53.3%54.5%55.6%56.4%57.4%58.2%58.3%58.3%58.7%59.2%59.3%60.1%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

６都府県

その他の道県

17
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研修医の採用人数の割合の推移〈医師多数県と医師少数県〉

研修医の採用人数の割合は、平成15年度から令和５年度にかけて、医師多数県は53.1％から38.7％に減少した一方で（マイナス14.4ポイント）、医
師少数県は18.6％から28.1％に増加した（プラス9.5ポイント）

18.6

22.0

28.1

53.1

45.7

38.7

0

10

20

30

40

50

60

平成15年度 平成22年度 令和５年度

医師少数県 医師多数県

(%)

医師多数県及び医師少数県は医師偏在指標（厚生労働省：令和6年1月時点）による

医師多数県（16都府県）：東京、京都、福岡、岡山、沖縄、徳島、大阪、長崎、石川、和歌山、佐賀、熊本、鳥取、奈良、高知、香川
医師少数県（16県） ：岩手、青森、新潟、福島、茨城、埼玉、秋田、山形、静岡、千葉、群馬、長野、岐阜、三重、宮崎、山口

18

研修医の採用人数の割合の推移〈医師多数県上位５県と医師少数県下位５県〉

研修医の採用人数の割合は、平成15年度から令和５年度にかけて、医師多数県上位５県は35.4％から24.0％に減少した一方で（マイナス11.4ポイン
ト）、医師少数県下位５県は４.2％から6.5％に増加した（プラス2.3ポイント）

医師多数県及び医師少数県は医師偏在指標（厚生労働省：令和６年１月時点）による

医師多数県は、 医師多数県の上位５都府県 ：東京、京都、福岡、岡山、沖縄
医師少数県Aは、医師少数県の下位５県 ：岩手、青森、新潟、福島、茨城

医師少数県Bは、医師少数県の下位６～10位の県：埼玉、秋田、山形、静岡、千葉

医師少数県Cは、医師少数県の下位11～15位の県：群馬、長野、岐阜、三重、宮崎

(%)
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各都道府県の研修医の採用人数の割合

H15年度 H22年度 R5年度 少 中 多

三重県 0.9% 1.1% 1.4% 〇

滋賀県 1.0% 0.9% 1.2% 〇

京都府 5.0% 3.3% 2.8% 〇

大阪府 8.4% 7.7% 6.7% 〇

兵庫県 3.8% 4.1% 4.3% 〇

奈良県 1.2% 1.0% 1.1% 〇

和歌山県 0.8% 0.9% 1.0% 〇

鳥取県 0.6% 0.3% 0.5% 〇

島根県 0.4% 0.4% 0.6% ○

岡山県 1.8% 1.8% 1.9% 〇

広島県 2.2% 1.9% 1.9% 〇

山口県 1.1% 1.0% 1.1% 〇

徳島県 0.8% 0.7% 0.5% 〇

香川県 0.6% 0.8% 0.8% 〇

愛媛県 0.8% 0.7% 0.9% 〇

高知県 0.6% 0.5% 0.7% 〇

福岡県 6.7% 5.3% 4.1% 〇

佐賀県 0.7% 0.7% 0.6% 〇

長崎県 1.3% 1.1% 1.0% 〇

熊本県 1.4% 1.2% 0.9% 〇

大分県 0.7% 0.8% 0.8% 〇

宮崎県 0.6% 0.5% 0.6% 〇

鹿児島県 1.1% 1.0% 1.3% 〇

沖縄県 1.0% 1.6% 1.7% 〇

H15年度 H22年度 R5年度 少 中 多

北海道 3.5% 3.5% 3.6% 〇

青森県 0.7% 0.9% 0.8% 〇

岩手県 0.5% 0.9% 0.7% 〇

宮城県 1.1% 1.5% 1.9% 〇

秋田県 0.7% 0.8% 0.8% 〇

山形県 0.7% 1.0% 0.6% 〇

福島県 1.0% 1.0% 1.3% 〇

茨城県 1.0% 1.3% 2.1% 〇

栃木県 1.5% 1.4% 1.8% 〇

群馬県 1.5% 1.0% 1.2% 〇

埼玉県 1.4% 2.7% 4.8% 〇

千葉県 3.3% 3.6% 5.1% 〇

東京都 20.9% 17.4% 13.6% 〇

神奈川県 4.9% 7.5% 6.8% 〇

新潟県 1.1% 1.1% 1.6% 〇

富山県 0.7% 0.7% 0.9% 〇

石川県 1.2% 1.3% 0.9% 〇

福井県 0.6% 0.9% 0.6% 〇

山梨県 0.7% 0.6% 0.7% 〇

長野県 1.3% 1.5% 1.4% 〇

岐阜県 1.4% 1.4% 1.5% 〇

静岡県 1.3% 2.1% 3.0% 〇

愛知県 5.3% 6.6% 5.9% 〇

（注）・黄マーカーの29道県は、平成15年度＜令和５年度の道県

・表中の「少」は医師少数県、「中」は医師中程度県、

「多」は医師多数県（令和６年１月時点）

合計（人） 8,166 7,506 9,388

20

令和７年度の各都道府県の募集定員上限の算出方法

21
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各都道府県の募集定員上限

R５年度の
採用数

R６年度募集
定員上限

R６年度
募集定員
（※）

R７年度募集
定員上限

北海道 338 438 441 427

青森 72 182 156 173

岩手 69 146 125 143

宮城 175 229 229 222

秋田 73 119 109 116

山形 61 120 120 120

福島 124 196 174 193

茨城 197 265 250 260

栃木 168 198 198 192

群馬 115 162 147 160

埼玉 447 538 498 542

千葉 475 497 497 491

東京 1,273 1,280 1,281 1,267

神奈川 641 667 668 668

新潟 147 229 229 222

富山 87 111 111 109

石川 87 130 135 131

福井 52 92 92 89

山梨 63 114 83 106

長野 136 171 172 167

岐阜 144 190 190 184

静岡 281 306 306 314

愛知 557 571 573 557

三重 135 181 167 177

R５年度の
採用数

R６年度募集
定員上限

R６年度
募集定員

R７年度募集
定員上限

滋賀 117 130 130 126

京都 260 253 261 253

大阪 628 637 652 636

兵庫 404 409 414 404

奈良 106 128 128 124

和歌山 94 127 127 123

鳥取 46 85 85 82

島根 53 97 78 91

岡山 178 197 201 195

広島 178 221 209 220

山口 105 137 132 136

徳島 48 78 78 77

香川 73 107 107 104

愛媛 88 138 141 143

高知 69 98 98 95

福岡 383 414 414 412

佐賀 52 86 86 83

長崎 90 149 146 154

熊本 88 146 146 141

大分 77 117 110 112

宮崎 54 118 110 117

鹿児島 121 171 148 165

沖縄 159 164 164 162

計 9,388 11,339 11,116 11,185

※令和６年度までは、都道府県が、各病院の募集定員を２人以上とするために加算することを認めていたため、募集定員が募集定員上限を上回る場合がある

22

各都道府県の募集定員上限と採用人数（令和５年度研修）

※ ％は、募集定員上限に占める採用人数の割合

（注）都道府県が、各病院の募集定員を２人以上とす
るための加算をすることにより、都道府県の募集定員
が募集定員上限を上回ることがある。その場合、採用
人数が募集定員上限を上回ることがある。

募集定員上限１人に対して、実際に採用される人数は、都道府県によって0.369人（青森県）～1.028人（京都府）までの差がある（平均0.834人）

23
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医師偏在指標（令和６年１月10日更新）

24

地域医療研修の概要

地域医療研修の到達目標

C 基本的診療業務
４．地域医療
地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健 ・福祉に関わる種々の施設や組織と連携できる。

地域医療研修を行う施設・研修内容

⑮地域医療については、適切な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅医療を含む）
について理解し、実践するという考え方に基づいて、へき地・離島の医療機関、許可病床数が200床未満の病院又は診療所
を適宜選択して研修を行うこと。また、研修を行う上で有益な施設、例えば、保健所等で１日から２日程度の研修を行うこ
とは差し支えないこと。さらに研修内容としては、一般外来での研修と在宅医療の研修を含めること。ただし、地域医療以
外で在宅医療の研修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療の研修を行う必要はないこと。病棟研修を行う場合は慢性期・回
復期病棟での研修を含めること。医療・介護・保健・福祉に係わる種々の施設や組織との連携を含む、地域包括ケアの実際
について学ぶ機会を十分に含めること。また、研修を行う病院又は診療所については、各都道府県に設置されている地域医
療対策協議会や、関係する地方公共団体の意向を踏まえるなど、地域の実情に応じて選定するよう配慮すること。

※地域医療は８週以上が望ましいとしている

内科
24週

外
科

4

週

救急
12週
<4週まで
麻酔科可>

選択科目
48週

地
域
医
療

4

週

精
神
科

4

週

産
婦
人
科

4

週

小
児
科

4

週

必修地域医療研修の週数

【参考】医政局発第0612004号「医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（抜粋）
(1)ア(ｲ) 原則として、研修期間全体の 1 年以上は、基幹型臨床研修病院で研修を行うものであること。なお、地域医療

等における研修期間を、12 週を上限として、基幹型臨床研修病院で研修を行ったものとみなすことができること。

(ｵ)⑲ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合には、原則として、臨床研修協力施設における研修期間を合
計12週以内とすること。ただし、地域医療に対する配慮から、へき地・離島の医療機関における研修期間について
はこの限りでないこと。

25
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広域連携型プログラムの取扱いについて

第２回医道審議会医師分科会
医師臨床研修部会 資料１
令和６年７月24日

【参考資料２】

前回の部会における主なご意見➀

1

（プログラムの趣旨・意義について）
○本プログラムが押しつけでなく、研修医本人が積極的に選択するような魅力的なプログラムづくりがう
まくいくための鍵ではないか。

○医師少数区域の医療を経験できる、体験できる貴重な機会であるというような、本プログラム目的意識
をきっちりとアピールしないといけない。

○本プログラムの趣旨について、医師偏在対策の一つとして実施している旨を示した方が伝わりやすいの
ではないか。

（プログラムの作成について）
○初年度から義務化して無理矢理５％分プログラムを作成し、良いプログラムが作成出来なかった場合に
関係者にとって不幸なことにならないか。拙速な義務化には慎重になるべきではないか。

○連携先病院についても今、募集定員枠は埋まっていないがしっかり体制が整っているところを前提とし
て受入れをしていくのがこのプログラムの趣旨と考える。連携先区域としても、指導体制をしっかり確
保できる前提でこのプログラムを進めていきたいと考える。連携先区域の関係県に積極的な受入れを呼
びかけていきたい。

（プログラムの内容等について）
○研修期間の24週としているのは妥当ではないか。専門研修での地方と連携する研修について派遣先の
意見を聞くと最低半年は必要というような声も多い。

○特定の連携先病院しか選べないのでなく複数の連携先病院を選択できるプログラムが良いのではないか。
○24週の中で複数の病院と連携できるプログラムがあってもいいように考慮してはどうか。
○研修医が研修場所に関係なく2年間通じて一貫して相談できる体制を必須にすべきではないか。
○連携先の研修でもしっかり研修医をフォローできるメンターが重要ではないか。

14



前回の部会における主なご意見②

2

（プログラム実施に当たっての支援について）
○医師少数県等の連携先病院への負担増が想定されるので、補助金などでの支援が必要ではないか。
○臨床研修医の受入環境整備に対するハード・ソフト両面の支援や連携元・連携先区域との丁寧な調整を
お願いしたい。

○医師少数県等の連携先病院での指導力確保が必要で、複数の病院間でマンパワーの共有体制を設けそれ
に対する財政支援もありえるのではないか。

（その他）
○広域連携型プログラムの募集定員数等についても、今後運用状況を見ながら必要な見直しを行っていた
だきたい。

○プログラム実施後の状況をしっかりと把握し、適切に修正できるような体制をとる必要がある。
○広域連携型プログラムの採用数が募集定員に満たなかった場合、募集定員上限の算定をどうするのか、
ということを検討しなければならない。

○医師少数県のプログラムにおいて一定期間都市部の病院で研修できるようにする形も医師少数県のプロ
グラムに研修医を集めることにつながる可能性があるのではないか。

広域連携型プログラムの取扱いについて（案）

3

１．プログラムの作成について
○令和８年度実施のプログラムについては、初年度であることに鑑み、どうしても準備が整わず募集定
員の５％分のプログラムを作成できなかった場合は、作成できたプログラムのみでの運用とする経過
的な措置を設けることとしてはどうか。

※但し、その場合でもプログラム未成立分の定員を一般プログラムの定員へ振り替えることは不可とし、
作成できなかった分の募集定員の割り振りは行わないこととしてはどうか（一般プログラムへの振り
替えを認めると、広域連携型プログラム作成のインセンティブを損なう恐れがあるため）。

２．募集定員上限の算定について
○仮にプログラム未成立により研修医を採用できなかった等の事情がある場合、そのことについて医師
多数県の次年度以降の募集定員上限算定に不利益を被るのは適切でないため、初年度であることに鑑
み、以下のような配慮措置を設けてはどうか。

・医師多数県の募集定員上限の算定については以下の方向で検討する。
・令和８年度の広域連携型プログラムを作成できず募集定員を配りきれなかった場合でも、募集定員
を配りきったものとして算定する。

・令和８年度の広域連携型プログラムの採用人数が募集定員まで埋まらなかった場合でも、募集定員
まで埋まったものとして算定する。

15



（参考）令和７年度の各都道府県の募集定員上限の算出方法

令和８年度以降の募集定員の算定方法は今後検討。仮に令和７年度の算定方法に当てはめた場合、定員配分に関する部分
は青枠、採用実績に関する部分が赤枠となる。

※令和８年度の定員配分・採用実績が募集定員の算定に用いられるのは、定員配分は令和９年度、採用について令和10年度となる。
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広域連携型プログラムについて

【参考資料３】

医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書 ～医師臨床研修制度の見直しについて～
（令和６年３月２５日 抜粋）

1

（③地域における研修機会の充実について）
○医師少数県等12県の知事で構成される「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」は、臨床研修について、「地
域の医療機関で研修する期間を、例えば半年程度確保できる制度に見直す」よう提言している。

○医師多数県に所在する基幹型病院に採用された研修医が、医師多数県における研修を中心としつつ、医師少数県に所
在する臨床研修病院においても一定の期間研修することは、双方の特性・魅力を生かした良質な研修を受けられる、
キャリアの選択肢が広がる、自身の適性に気づく契機となる、といったメリットが考えられる。

○このため、研修医本人が希望することを前提として、このような研修が受けられる機会を創設することとし、令和８
(2026)年度以降は、医師多数県の募集定員上限のうち一定割合については、医師少数県等に所在する臨床研修病院に
おいて24週程度の研修を行う研修プログラムの募集定員に充てるものとする。

○具体的には、医師多数県のうち募集定員上限に占める採用人数の割合（以下「採用率」という。）が全国平均以上の
都道府県は、当該都道府県の募集定員上限の５％程度及び激変緩和措置による加算分の一部を、医師の確保が困難な
地域、例えば、医師中程度県（医師多数県及び医師少数県以外の都道府県をいう。）のうち採用率が全国平均以下の
都道府県の医師少数区域や、医師少数県のうち採用率が全国平均以下の都道府県に所在する協力型臨床研修病院（以
下「協力型病院」という。）において24週程度の研修を行う研修プログラム（以下「広域連携型プログラム」とい
う。）の募集定員に充てるものとする。

○広域連携型プログラムにおいて研修医を派遣する基幹型病院は、協力型病院との調整など研修プログラムの設定・運
用等に係る負担が増すと考えられる。 このため、厚生労働省は、広域連携型プログラムに取り組む基幹型病院に対し
て、適切に支援することが必要である。具体的には、医師臨床研修費補助事業による支援や、協力型病院の候補とな
る病院の情報提供が必要である。

○また、研修医の派遣を受ける都道府県及び協力型病院においても、基幹型病院と協力し、研修医の受入に向けて必要
な取組を実施することが求められる。

○なお、基幹型病院において広域連携型プログラムの研修医を募集する際は、研修医マッチングに先立って、プログラ
ムの特徴等に関して丁寧に情報提供することが必要である

○広域連携型プログラムの詳細については、本部会において、関係の都道府県の意見も踏まえつつ、引き続き検討する
こととする。 17



2

広域連携型プログラムの概要①

参考➀：大学病院で臨床研修を行った研修医が、病院（プログラム）を選んだ理由として、いわゆる「たすきがけプログラム」が
上位に挙がる

参考➁：臨床研修医の中でも長期の地域での研修を希望する者が一定数存在する

臨床研修修了者（令和３年度修了）アンケートにおいて、地域医療研修の期間が「短かった」と回答した者：約15％

令和２年３月修了者 令和３年３月修了者 令和４年３月修了者

第１位 出身大学である（37.9％） 臨床研修のプログラムが充実（36.2％） 臨床研修のプログラムが充実（35.7%）

第２位 臨床研修のプログラムが充実（34.4％） 出身大学である（35.2％） 出身大学である（32.5%）

第３位 「たすきがけプログラム」があったから
（27.7％）

「たすきがけプログラム」があったから
（29.1％）

「たすきがけプログラム」があったから
（26.0%）

臨床研修を行った病院（プログラム）を選んだ理由（臨床研修修了者アンケート 研修先：大学病院）

医師多数県の基幹型病院（連携元病院）に採用された研修医が、医師多数県における研修を中心としつつ、
医師少数県等の臨床研修病院（連携先病院）においても一定期間研修するプログラム

以上に加え、本プログラムを通じて地域における医療へのキャリアの選択肢が広がるなど、
医師偏在対策に資する

地域における研修機会の充実に
ー医師少数区域など地域の医療現場を経験できる機会を充実

複数の医療現場の魅力・特性を生かした充実した研修が可能に
ー異なる医療現場を経験できる、地域における医療現場を経験できるなど

研修医のキャリアの選択肢に
ー異なる環境で医療に従事する中で、研修医の将来のキャリア検討の選択肢や自分の特性に気づく契機になる

全国の臨床研修ネットワークの形成に
ー異なる地域の臨床研修に関するネットワークが形成され知見の共有等につながる

広域連携型プログラムの概要②

3

１．対象区域

・連携元区域：医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県（但し、地理的事情などの
特殊事情を有する沖縄県は除く。）（以下「医師多数県」という）

・連携先区域：医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県
医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域
連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（対象人数の一部）
（以下「医師少数県等」という）

※対象区域は令和５年度の医師偏在指標等を用いて決定する。また、プログラムの継続実施の観点から当面の間は本プログラムの対象
区域を固定するが、今後のプログラムの実施状況や指標の更新状況等を踏まえつつ対象区域の変更も並行して検討する。
※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。

２．対象病院
・連携元病院：医師多数県の基幹型病院
・連携先病院：医師少数県等の基幹型病院、協力型病院等

３．対象人数
・医師多数県の募集定員上限の５％以上

※東京都：63名以上、京都府：13名以上、大阪府：32名以上、岡山県：10名以上、福岡県：21名以上

※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％ （東京
都：25人、京都府：５人、岡山県：４人、福岡県：８人）を限度とする。

※激変緩和措置適用都道府県はこれに激変緩和措置により加算された定員数の１／２を加えた数。但し、連携先病院の確保の観点から当
初の間は本規定は適用しない。

※令和８年度の募集定員上限は、令和８年度の募集定員上限の５％を基本としつつ、令和８年度募集定員上限が令和７年度募集定員上限
を上回る場合は、令和７年度募集定員上限の５％とすることも可とする。18



広域連携型プログラムの対象区域

１．連携元区域（医師多数県）

医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県（但し、地理的事情などの
特殊事情を有する沖縄県は除く。）

２．連携先区域（医師少数県等）

➀医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県

➁医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域

➂連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（対象人数の一部）

東京都、大阪府、京都府、岡山県、福岡県

青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、新潟県、長野県、岐阜県、三重県、山口県、
宮崎県

北海道、宮城県、福井県、島根県、大分県、鹿児島県の医師少数区域

東京都、京都府、岡山県、福岡県の医師少数区域

※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。
※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％（ （東京都：25人、京
都府：５人、岡山県：４人、福岡県：８人） ）を限度とする。

4

※医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の中で富山県、山梨県、広島県、愛媛県は医師少数区域がない。

※連携元区域に該当する医師多数県のうち、大阪府には医師少数区域がない。

広域連携型プログラムの概要③

5

４．時期・期間
・プログラムの実施時期は原則として臨床研修の２年目とする。
・プログラムの実施期間は24週又はそれ以上とする。

５．費用負担
・プログラムの作成・実施に係る費用に関する国による支援を検討。

○ 広域連携型プログラムの作成・実施するにあたり、例えば、以下のような費用負担が考えられる。
・広域連携型プログラムの責任者となるプログラム責任者に係る負担（連携元）
・研修医の移動に伴う旅費に係る負担（主に連携先）
・研修医の滞在に係る負担（主に連携先）

○ 上記をはじめ、広域連携型プログラムの作成・実施に係る負担については、医師臨床研修費補助金において支援するこ
とを検討。
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医師多数県の連携元病院について

6

厚生労働省が医道審議会医師分科会医師臨床研修部会における議論を踏まえて、連携元病院
として本プログラムを実施する意義が大きい病院を以下の通り整理しました。
医師多数県におかれては、この考え方を踏まえて連携元病院の選定をお願いします。

〇医師多数県の連携元病院が通常のプログラムと広域連携型プログラムの双方を安定的に
実施できる研修体制を有しつつ（目安として研修医募集定員が２０名程度又はそれ以
上） 、研修医は、大学病院等の連携元病院で専門分化した医療を学びながら医師少数県
等の連携先病院で地域における研修の機会を持つような場合、本プログラムの趣旨を踏
まえると実施する意義が大きく、このような場合に該当する病院が本プログラムを積極
的に実施する必要がある。

〇上記に限らず、本プログラムの実施を希望する連携元病院があれば、実施する上での指
導体制等が充実していることを確認しつつ連携元病院となることを妨げない。

7

医師少数県等におかれては、一定数の受け入れ可能な連携先病院をリストアップするともに、連携元病
院との調整に資するよう、受け入れ可能連携先病院に関する以下の情報等について収集をお願いします。

（全体）
・連携先病院の強みや特色がわかる情報（わかりやすさの観点から別途説明資料（紙媒体や動画媒体）を用意することを推奨）

（研修面）
・病院の概要、病床数
・受入れ可能人数、受入れ可能時期
・研修に対応できる診療科、指導ガイドラインで定める症候・疾病・疾患等のうち経験できるもの
・指導医の数
・通常の研修の内容・スケジュール（研修医の受け持ち患者数、カンファレンス・外来等の情報も適宜提供）
・省令施行通知で定める必須・推奨研修の実施状況（感染対策、予防医療、虐待、社会復帰支援、緩和ケア、ACP、CPC等）
・研修医へのフィードバックの頻度、内容
・研修医室等の概要（上級医と同室か別室か、文献検索システム・シミュレーター等の有無等を適宜記入）
・当直の体制（当直回数、医師の配置状況、上級医との連携体制、救急外来の患者・救急車件数、入院件数等）
・たすきがけプログラム等による他病院との連携実績（研修医の送り出し・受入れ人数等）
・妊娠・出産・育児等に関する事項（健康・安全管理、研修遂行の管理、指導医の役割、病院の環境整備）
・研修医の勤怠管理、メンタルヘルスなどへの対応
・給与、保険、福利厚生等（医師賠償責任保険、労災保険、雇用保険、厚生年金保険等）
・JCEPによる第三者評価の受審状況

（生活面）
・宿舎（寮）の有無
・住居、交通費への支援の有無

（都道府県における取組）
・各都道府県における臨床研修医採用促進に向けた取組や、都道府県内の臨床研修に係る偏在対策に資する取組 （都道府県内における医師少数区域

病院とのたすきがけプログラムなど）

医師少数県等の連携先病院について

受け入れ可能な連携先病院のリストと関連情報を８月３０日までに厚生労働省に提出願います。20



広域連携型プログラムの作成スケジュール

8

厚生労働省 医師多数県
連携元病院

医師少数県等
連携先病院

連
携
先
病
院
の
選
定
・

情
報
提
供

連
携
元
病
院
の
選
定
・

情
報
提
供

プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成

連携先病院のリスト・
情報の提供を依頼

連携元病院の選定を
依頼

連携先病院リスト・
情報を提供

連携先病院リスト・
情報を作成

連携元病院リストの
提供

連携元病院リストの
提出

医師少数県等・連携
先病院への連絡

医師多数県・連携
元病院への連絡

県・病院間の調整・プログラム作成

※病院間の連絡調整の前に医師多数県や医師少数県等で連絡調整を行うことも考えられる。
※上記流れに限らず、連携元病院が独自にリストにない連携先病院と連携することも可能。但し、当該連携先病院は、連携の状況を医師少数県等に連絡すること

とする。

連携元病院を選定

連携元病院⇒都府県
プログラム届出

連携先病院リスト・
情報の提出

令和６年8月30日
までに提出

令和６年９月6日
までに提出

令和７年４月末までに
プログラム届出

主な質問事項と回答➀

9

（連携元病院の選定、募集定員の割り振りについて）
Ｑ：連携元病院の選定をいつまでに行えばいいですか
⇒連携元病院は令和７年４月までに都道府県知事へプログラム届出が必要であり、それに向けて連携元病
院の選定が求められます。連携先病院とのプログラム作成の時間を考慮すれば、例えば令和６年夏頃の選
定が望ましいと考えます。また、医師少数県等との連携を進めるため、令和６年９月6日までに厚生労働
省に連携元病院リストの報告をお願いします。報告いただいた連携元病院リストを医師少数県等に提供し
ます。

Q：本プログラムの各県の募集定員が早期に明らかにならないと、連携元病院の選定や募集定員の割り振り
ができないのですがどう考えたらいいですか。

⇒令和８年度募集定員上限の５％以上が各都道府県の広域連携型プログラムの募集定員となりますが、令
和７年度の募集定員上限の５％を仮の定員数として割り振りを進めて下さい。令和８年度の募集定員上限
が確定した段階で各都道府県の広域連携型プログラムの募集定員も確定しますが、仮に令和８年度募集定
員上限の５％が令和７年度の募集定員上限の５％より多くなった場合については、令和７年度募集定員上
限の５％以上で募集定員を確定させることも可とします。

Ｑ：医師多数県の医師少数区域の臨床研修病院と連携するプログラムに募集定員の５％分を配分していい
ですか。

⇒医師多数県の医師少数区域の臨床研修病院との連携プログラムは、募集定員上限の５％のうち２％まで
しか定員を配分できません。従って、募集定員上限の５％のうち３％以上は、医師少数県等の臨床研修病
院との連携プログラムに定員を配分する必要があります。
また、医師多数県の医師少数区域には、人口30万人以上の二次医療圏は含まれませんので当該地域にあ
る臨床研修病院は連携の対象外となります。
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主な質問事項と回答②

10

（プログラムの作成について）
Ｑ：受け入れ可能連携先病院リストにない病院と連携することは可能ですか
⇒広域連携型プログラムの連携先病院の条件に該当し独自に連携を検討している病院が、受け入れ可能連
携先病院リストにない場合でも連携することは可能です。その場合、連携元病院は医師多数県の担当部局
に、連携先病院は、医師少数県等の担当部局に、医師多数県の担当部局は厚生労働省にその旨をそれぞれ
情報提供してください。

Ｑ：既に「たすきがけプログラム」として実施しているプログラムを広域連携型プログラムとして届け出
てよいですか

⇒広域連携型プログラムの要件や省令施行通知等に合致している場合であれば問題ありません。

Ｑ：連携先のプログラムを複数の連携先病院で分けて実施することは許容されますか
⇒省令施行通知５（１）チで示された要件を踏まえて緊密な連携体制の確保等がなされているのであれば、
複数の連携先病院で実施することも可能です。

Ｑ：連携先のプログラムで実施できる診療科等に制限がありますか。
⇒診療科等の制限はありません。連携元の病院と調整の上、適切なプログラムを実施してください。

Ｑ：地域医療研修を連携先のプログラムとして実施できますか。
⇒広域連携型プログラムの中で地域医療研修を実施することも可能です。その場合、医師少数県等の病院
等で地域医療研修を実施する必要があります。

主な質問事項と回答③

11

（プログラムの募集について）
Ｑ：広域連携型プログラムは通常のプログラムと分けて募集する必要がありますか。
⇒はい。広域連携型プログラムと通常のプログラムは分けて募集する必要があります。

Ｑ：医師少数県等の病院との連携プログラムと医師多数県の医師少数区域との連携プログラムをひとつの
プログラム枠で募集することは可能ですか。

⇒医師少数県等の病院との連携プログラムと医師多数県の医師少数区域との連携プログラムは別のプログ
ラムとして分けて募集してください。

Ｑ：広域連携型プログラム以外のたすきがけプログラムを一緒にした募集枠にすることは可能ですか。
⇒広域連携型プログラム以外のたすきがけプログラムと一緒に募集することはできません。

（医師少数県等の対応について）
Ｑ：受け入れ可能連携先病院リストには、地域医療研修を実施する病院や臨床研修協力施設も含める必要
がありますか

⇒含める必要はありませんが、連携先病院の協力型臨床研修施設における地域医療研修を希望された場合、
連携元病院の求めに応じて、情報を提供して下さい。
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厚生労働省 第１回医師の働き方改革の施行後調査の中間結果について 資料４‐１

回答件数 調査対象医療機関数 回答率

病院 387 443 87.4%

有床診療所（分娩取扱） 28 42 66.7%

夜間休日急病診療所・
休日急患診療所 等

16 19 84.2%

総計 431 504 85.5%

調査対象機関 全病院(４大学病院、自衛隊福岡病院、北九州医療刑務所医療部病院を除く。)
分娩を取り扱う診療所（院長のみが診療を行う診療所を除く。）
夜間休日急病診療所・休日急患診療所

調査方法 依頼・周知：郵送およびメールによる依頼、県ホームページによる周知
回答収集：メールまたはFAX

調査期間 令和６年６月２５日～７月２２日

調査項目 医師への適用水準、医師の時間外・休日労働時間の上限規制の施行による大
学病院等からの医師派遣の引き揚げ等の有無、診療体制への影響等

回答状況



1 大学等の医療機関から派遣されている医師の働き方改革に関連した引き揚げ
（派遣医師数の減少）の状況

行ラベル 病院 有床診療所
夜間休日急病診療所・
休日急患診療所 等

総計

１. 派遣元医療機関からの派遣医師数が減少した 24 2 1 27

２. 派遣医師数の減少はなかった 313 18 12 343

３. 医師派遣は受けていない 50 8 2 60

４.回答なし 1 1

総計 387 28 16 431

うち二次・三次救急医療機関、または救急告示医療機関
行ラベル 病院

１. 派遣元医療機関からの派遣医師数が減少した 15

２. 派遣医師数の減少はなかった 129

３. 医師派遣は受けていない 18

4.回答なし 0

総計 162

行ラベル 病院

１. 派遣元医療機関からの派遣医師数が減少した 2

２. 派遣医師数の減少はなかった 5

３. 医師派遣は受けていない 0

4. 回答なし 0

総計 7

うち総合周産期母子医療センター・地域周産期母子医療センター

２ 医師の働き方改革の施行に伴う医師の引き揚げや時間外・休日労働時間の上限規制等による
自施設への影響(概ね令和６年１～５月に行ったもの)

行ラベル 病院 有床診療所
夜間休日急病診療所・
休日急患診療所 等

総計

１. 診療体制の縮小等を行った 5 1 1 7

２. 診療体制の縮小等を行っていないが、縮小等を予定しており準備を進めている 3 1 4

３. 診療体制の縮小等は行っていない（今後も予定していない） 376 26 15 417

4. 回答なし 3 3

総計 387 28 16 431

行ラベル 病院 有床診療所
夜間休日急病診療所・
休日急患診療所 等

総計

１. 診療体制の縮小等を行った 1 1

２. 診療体制の縮小等を行っていないが、縮小等を予定しており準備を進めている 1 1 2

３. 診療体制の縮小等は行っていない（今後も予定していない） 222 26 4 252

4. 未回答 164 12 176

総計 387 28 16 431

（１）救急医療提供体制への影響

（２）周産期医療提供体制への影響

（３）自施設の診療体制（救急・周産期医療を除く）への影響

行ラベル 病院 有床診療所
夜間休日急病診療所・
休日急患診療所 等

総計

１. 診療体制の縮小等を行った 9 1 10

２. 診療体制の縮小等を行っていないが、縮小等を予定しており準備を進めている 4 4

３. 診療体制の縮小等は行っていない（今後も予定していない） 369 25 16 410

4. 未回答 5 2 7

総計 387 28 16 431
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福岡県医療勤務環境改善支援センター
医師の働き方改革の施行後アンケート調査の中間結果について

資料４-３

調査対象機関 全病院(４大学病院、自衛隊福岡病院、北九州医療刑務所医療部病院を除く。)
夜間休日急病診療所・休日急患診療所
分娩を取り扱う診療所（院長のみが診療を行う診療所を除く。）

調査方法 依頼・周知：郵送およびメールによる依頼、県ホームページによる周知
回答収集：メールまたはFAX

調査期間 令和６年６月２５日～７月２２日

回答状況 WEB メール/FAX 総計 回答率 対象施設数

病院 152 196 348 79% 443

有床診療所（分娩取扱） 23 3 26 62% 42

休日夜間急患センター 3 7 10 53% 19

総計 178 206 384 76% 504



（2） 労働ではない時間（主に自己研鑽）を把握して
いますか

（１）医療機関において自己研鑽のルールを定めて
いますか

（３）副業・兼業先も含めて、「宿日直許可のある宿日直」と
「宿日直許可のない宿日直」とを区別して管理していますか

（４） 副業・兼業先の宿日直許可の状況を把握していますか

29%

17%

52%

2%

はい

準備中/検討中

いいえ

未回答

34%

12%

52%

2%

はい

準備中/検討中

いいえ

未回答

51%

11%

35%

3%

はい

準備中/検討中

いいえ

未回答

47%

11%

40%

2%

はい

準備中/検討中

いいえ

未回答

（６） 勤務計画を作成される際に、副業・兼業先の労働
時間も含めていますか

（５） 宿日直時間および勤務間インタ-バルを考慮
した勤務計画となっていますか

（７） 副業・兼業先の労働時間について、事前及び事後に把握
する仕組みはありますか（最低月１回）

（８） 医師に対して、勤怠管理や当人が実施すべき内容（就業
開始・退勤時刻の申告、自己研鑽のルール等）について、年１回
周知する等計画をされていますか

38%

15%

44%

3%

はい

準備中/検討中

いいえ

未回答

38%

23%

36%

3%

はい

準備中/検討中

いいえ

未回答

70%

9%

19%

2%

はい

準備中/検討中

いいえ

未回答

34%

14%

49%

3%

はい

準備中/検討中

いいえ

(空白)



医師確保に係る
事業実績及び事業計画

初期臨床研修医
の確保

専門医の養成
キャリア形成
プログラム
の策定

特定労務管理対象
機関の指定

令和６年度の福岡県医療対策協議会開催予定

4
月

5
月

・令和５年度事業
　実績報告

・令和６年度事業
　計画報告

・令和５年度採用
　実績報告

・令和５年度採用実績
　及び配置状況報告

・令和６年度対象
　医師のプログラム
　報告

・指定状況報告

令
和
６
年

9
月

6
月

7
月

8
月 ・広域連携型プログラ

ムについて

・令和７年度専門研修
　プログラムの確認・
　検討
・厚生労働省に提出
　する日本専門医機
  構・関係学会への意
  見・要望に係る協議
　　　　　　　　　等

・新規指定等に係る
　意見聴取
 （申請がある場合）

3
月

10
月

11
月

12
月

令
和
７
年

1
月

2
月

・令和７年度基幹型
　臨床研修病院の指定
　や取消
・令和８年度算定方法
　の決定及び定員の
　配分　　　　　　等

第１回 福岡県医療対策協議会 （５月31日)

第２回 福岡県医療対策協議会 （８月30日)

第３回 福岡県医療対策協議会 （２月上旬予定)

資料5 


